
参考資料５：環境省事業へのSDGsの組込みパイロット・プログラム　PDCAサイクルシート

事業名

業務
概要

令和３年度

事前のSDGs目標設定（Plan) 事業実施(Do) 事後の自己点検結果（Check) 事前のSDGs目標設定（Action/Plan)

・(i)事業の主目的と重なるSDGs目標（◎）及び(ii)事業の副次的な効果と
して達成されるSDGs目標（○）をそれぞれ選定し、可能な限り具体的な目
標を設定
・前年度事業の実績を踏まえて目標を再設定

・事業実施後、SDGs目標の実績や事業実施で工夫した点を記載してくだ
さい。 ・SDGsの実現にさらに貢献するための方向性等について記載

・(i)事業の主目的と重なるSDGs目標（◎）及び(ii)事業の副次的な効果と
して達成されるSDGs目標（○）をそれぞれ選定し、可能な限り具体的な目
標を設定
・前年度事業の実績を踏まえて目標を再設定

3
すべての人に
健康と福祉を

○
人・モノ・金・ワザをつなぐ地域循環共生圏プラットフォームによって、健康
で自然とのつながりを感じるライフスタイルの実現に向けた地域の構想策
定等を支援する。

本事業により、地域循環共生圏づくりの環境整備を行う２７団体の構想策
定を支援した。例えば東近江地域の構想では、地域の自然と市民の営み
を有機的に結び付けることによる健康で自然とのつながりを感じるライフ
スタイルの実現がその重要な要素の一つとされている。

令和２年度は、本事業を通じ、当初目標通り、本ＳＤＧｓ目標の実現に一定の
貢献をしたと考えられる。
令和３年度は地域循環共生圏づくりの環境整備を行う２８団体を支援し、さら
に大きな貢献をすることを目指す。

人・モノ・金・ワザをつなぐ地域循環共生圏プラットフォームによって、健康
で自然とのつながりを感じるライフスタイルの実現に向けた地域の構想策
定等を支援する。

4
質の高い教育
をみんなに

○
地域循環共生圏プラットフォームによって、次世代育成を含めた地域の構
想策定等を支援する。

本事業により、地域循環共生圏づくりの環境整備を行う２７団体の構想策
定を支援した。例えば亀岡地域の構想では、「ICTを活用した環境をはじ
めとする教育の充実をとおして、次世代への質の高い教育がその重要な
要素の一つとされている。

令和２年度は、本事業を通じ、当初目標通り、本ＳＤＧｓ目標の実現に一定の
貢献をしたと考えられる。
令和３年度は地域循環共生圏づくりの環境整備を行う２８団体を支援し、さら
に大きな貢献をすることを目指す。

地域循環共生圏プラットフォームによって、次世代育成を含めた地域の構
想策定等を支援する。

6
安全な水とトイ
レを世界中に

○
地域循環共生圏プラットフォームによって、水の循環と調和する地域コ
ミュニティの構築に向けた地域の構想策定等を支援する。

本事業により、地域循環共生圏づくりの環境整備を行う２７団体の構想策
定を支援した。例えば富士宮地域の構想では、農業用水を活用した小電
力発電によるエネルギーの地産地消を通して、水の循環と調和する地域
コミュニティの構築がその重要な要素の一つとされている。

令和２年度は、本事業を通じ、当初目標通り、本ＳＤＧｓ目標の実現に一定の
貢献をしたと考えられる。
令和３年度は地域循環共生圏づくりの環境整備を行う２８団体を支援し、さら
に大きな貢献をすることを目指す。

地域循環共生圏プラットフォームによって、水の循環と調和する地域コ
ミュニティの構築に向けた地域の構想策定等を支援する。

7
エネルギーをみ
んなにそしてク
リーンに

○
地域循環共生圏プラットフォームによって、エネルギーの地産地消と地域
間融通などの自立分散型エネルギーシステムの構築に向けた地域の構
想策定等を支援する。

本事業により、地域循環共生圏づくりの環境整備を行う２７団体の構想策
定を支援した。例えば尾鷲地域の構想では、地産地消エネルギーの利活
用による地域循環型の社会がとされているなど、エネルギーの地産地消
と地域間融通などの自立分散型エネルギーシステムの構築がその重要
な要素の一つとされている。

令和２年度は、本事業を通じ、当初目標通り、本ＳＤＧｓ目標の実現に一定の
貢献をしたと考えられる。
令和３年度は地域循環共生圏づくりの環境整備を行う２８団体を支援し、さら
に大きな貢献をすることを目指す。

地域循環共生圏プラットフォームによって、エネルギーの地産地消と地域
間融通などの自立分散型エネルギーシステムの構築に向けた地域の構
想策定等を支援する。

8
働きがいも経済
成長も

○
地域循環共生圏プラットフォームによって、地域と企業をマッチングするこ
とで、ローカルSDGs（地域循環共生圏）ビジネスの創発を支援する。

本事業の推進を通じ、支援チーム派遣等を行い、８団体のローカルSDGs
（地域循環共生圏）ビジネスの創発を支援した。例えば真庭地域では、百
貨店と連携して地域ブランドを構築し、地域の資源を活かした持続可能な
ビジネスの創発を支援した。

令和２年度は、本事業を通じ、当初目標通り、本ＳＤＧｓ目標の実現に一定の
貢献をしたと考えられる。
令和３年度は、事業化支援等をおこない、８団体のローカルSDGs（地域循環
共生圏）ビジネスの創発を支援し、さらに大きな貢献をすることを目指す。

地域循環共生圏プラットフォームによって、ローカルSDGs（地域循環共生
圏）ビジネスの創発を支援する。

9
産業と技術革
新の基盤をつく
ろう

○
地域循環共生圏プラットフォームによって、地域の資源を活かした持続可
能な産業の創発を支援する。

本事業の推進を通じ、支援チーム派遣等を行い、８団体のローカルSDGs
（地域循環共生圏）ビジネスの創発を支援した。例えば徳島地域では、地
域特産物を生かした地域ブランドを創設し、地域の資源を活かした持続
可能なビジネスの創発を支援した。

令和２年度は、本事業を通じ、当初目標通り、本ＳＤＧｓ目標の実現に一定の
貢献をしたと考えられる。
令和３年度は、事業化支援等をおこない、８団体のローカルSDGs（地域循環
共生圏）ビジネスの創発を支援し、さらに大きな貢献をすることを目指す。

地域循環共生圏プラットフォームによって、地域の資源を活かした持続可
能な産業の創発を支援する。

11
住み続けられる
まちづくりを

○
地域循環共生圏プラットフォームによって、災害時でも安全なインフラ・エ
ネルギーシステムの構築などの災害に強いまちづくりの実現に向けた地
域の構想策定等を支援する。

本事業により、地域循環共生圏づくりの環境整備を行う２７団体の構想策
定を支援した
例えば、小布施地域では、災害に強いまちづくりのため、防災拠点におけ
るエネルギーの地産地消によるレジリエンスの強化がその重要な要素の
一つとされている。

令和２年度は、本事業を通じ、当初目標通り、本ＳＤＧｓ目標の実現に一定の
貢献をしたと考えられる。
令和３年度は地域循環共生圏づくりの環境整備を行う２８団体を支援し、さら
に大きな貢献をすることを目指す。

地域循環共生圏プラットフォームによって、災害時でも安全なインフラ・エ
ネルギーシステムの構築などの災害に強いまちづくりの実現に向けた地
域の構想策定等を支援する。

12
つくる責任　つ
かう責任

○
地域循環共生圏プラットフォームによって、廃棄物、食料、廃プラスチック
等の先進的リサイクルによる資源循環ビジネスの構築に向けた地域の構
想策定等を支援する。

本事業により、地域循環共生圏づくりの環境整備を行う２７団体の構想策
定を支援した
例えば、北九州地域では、地域の強みを生かした廃棄物循環事業を推進
による資源循環ビジネスがその重要な要素の一つとなっている。

令和２年度は、本事業を通じ、当初目標通り、本ＳＤＧｓ目標の実現に一定の
貢献をしたと考えられる。
令和３年度は地域循環共生圏づくりの環境整備を行う２８団体を支援し、さら
に大きな貢献をすることを目指す。

地域循環共生圏プラットフォームによって、廃棄物、食料、廃プラスチック
等の先進的リサイクルによる資源循環ビジネスの構築に向けた地域の構
想策定等を支援する。

13
気候変動に具
体的な対策を

○
地域循環共生圏プラットフォームによって、地域再エネビジネスの構築に
よる脱炭素化に向けた地域の構想策定を支援する。

本事業により、地域循環共生圏づくりの環境整備を行う２７団体の構想策
定を支援した。例えば郡上地域の構想では、地域の地域循環を賦活する
再生可能エネルギー活用事業体による、エネルギーの地産地消と地域
間融通などの自立分散型エネルギーシステムの構築がその重要な要素
の一つとされている。

令和２年度は、本事業を通じ、当初目標通り、本ＳＤＧｓ目標の実現に一定の
貢献をしたと考えられる。
令和３年度は地域循環共生圏づくりの環境整備を行う２８団体を支援し、さら
に大きな貢献をすることを目指す。

地域循環共生圏プラットフォームによって、地域再エネビジネスの構築に
よる脱炭素化に向けた地域の構想策定を支援する。

14
海の豊かさを守
ろう

○
地域循環共生圏プラットフォームによって、ストックとしての豊かな海の保
全に向けた地域の構想策定等を支援する。

本事業により、地域循環共生圏づくりの環境整備を行う２７団体の構想策
定を支援した
例えば、鹿島地域では、地域ブランド品の利益も活用し有明海保全の循
環システムを強化することによる海洋保全活動が、その重要な要素の一
つとされている。

令和２年度は、本事業を通じ、当初目標通り、本ＳＤＧｓ目標の実現に一定の
貢献をしたと考えられる。
令和３年度は地域循環共生圏づくりの環境整備を行う２８団体を支援し、さら
に大きな貢献をすることを目指す。

地域循環共生圏プラットフォームによって、ストックとしての豊かな海の保
全に向けた地域の構想策定等を支援する。

15
陸の豊かさを守
ろう

○
地域循環共生圏プラットフォームによって、ストックとしての豊かな里山の
保全に向けた地域の構想策定等を支援する。

本事業により、地域循環共生圏づくりの環境整備を行う２７団体の構想策
定を支援した
例えば、北摂地域では、貴重な里山資源の保護、有効活用と原風景の次
世代継承がその重要な要素の一つとされている。

令和２年度は、本事業を通じ、当初目標通り、本ＳＤＧｓ目標の実現に一定の
貢献をしたと考えられる。
令和３年度は地域循環共生圏づくりの環境整備を行う２８団体を支援し、さら
に大きな貢献をすることを目指す。

地域循環共生圏プラットフォームによって、ストックとしての豊かな里山の
保全に向けた地域の構想策定等を支援する。

17
パートナーシッ
プで目標を達成
しよう

◎
人・モノ・金・ワザをつなぐ地域循環共生圏プラットフォームによって、多様
なステークホルダーの相互連携を深め、活力あふれる地域循環共生圏の
構築を支援する。

地域循環共生圏プラットフォームによって、地域循環共生圏の構築に取り
組む３２団体を支援するとともに、フォーラムの開催やオンライン勉強会・
オンラインサロンの開催などにより、多様なステークホルダーの相互連携
を図った。

令和２年度は、本事業を通じ、当初目標通り、本ＳＤＧｓ目標の実現に一定の
貢献をしたと考えられる。
地域循環共生圏プラットフォームによって、令和３年度は地域循環共生圏の
構築に取り組む３６団体を支援するとともに出会いの場を提供するフォーラム
やオンライン勉強会を開催するなど、さらに大きな貢献をすることを目指す。

人・モノ・金・ワザをつなぐ地域循環共生圏プラットフォームによって、多様
なステークホルダーの相互連携を深め、活力あふれる地域循環共生圏の
構築を支援する。

環境で地域を元気にする地域循環共生圏づくりプラットフォーム事業

①地域循環共生圏の創造に向けて取り組む地域・自治体の人材の発掘、地域の核と
なるステークホルダーの組織化や、事業計画策定に向けた構想の具体化などの環境
整備の推進
②地域・自治体が地域の総合的な取組となる事業計画を策定するに当たって必要な支
援を行う専門家のチームの形成・派遣
③総合的分析による方策検討・指針の作成等
④戦略的な広報活動

SDGs
該当
の有
無

令和2年度



事業名

業務
概要

令和３年度

事前のSDGs目標設定（Plan) 事業実施(Do) 事後の自己点検結果（Check) 事前のSDGs目標設定（Action/Plan)

・(i)事業の主目的と重なるSDGs目標（◎）及び(ii)事業の副次
的な効果として達成されるSDGs目標（○）をそれぞれ選定し、
可能な限り具体的な目標を設定
・前年度事業の実績を踏まえて目標を再設定

・事業実施後、SDGs目標の実績や事業実施で工夫し
た点を記載してください。 ・SDGsの実現にさらに貢献するための方向性等について記載

・(i)事業の主目的と重なるSDGs目標（◎）及び(ii)事業の副
次的な効果として達成されるSDGs目標（○）をそれぞれ選
定し、可能な限り具体的な目標を設定
・前年度事業の実績を踏まえて目標を再設定

7
エネルギーをみ
んなにそしてク
リーンに

〇
脱炭素社会の実現に向けて再生可能エネルギーの最大限の
導入を図るため、再生可能エネルギー発電設備の導入を支援
する。

事業計画の策定や資金計画等ファイナンスの組成に
係る高い専門性を活かし、令和2年度は1件の再生可
能エネルギー事業への出資を決定した。その発電容
量は計画値によればおよそ63MWである。

令和2年度の出資決定案件は1件に留まり、出資案件の積増し
が課題となった。さらに組成する案件を積増して、導入する再
生可能エネルギー発電設備を増加させることにより、クリーン
エネルギーの拡大を目指す。

脱炭素社会の実現に向けて再生可能エネルギーの最大限
の導入を図るため、再生可能エネルギー発電設備の導入
を支援する。

8
働きがいも経済
成長も

◎
地域の脱炭素化プロジェクトに対して出資を行い、事業者の資
本力を改善し、民間資金を呼び込むことで地域の資金循環を
拡大し、地域の活性化に貢献する。

本ファンドによる出資を通じて、地域の再生可能エネ
ルギー事業者等の資本力強化を図ることにより、令和
2年度では出資額に対して9倍の民間投融資の呼び込
みを見込んでいる。

令和2年度の出資決定案件は1件に留まり、より多くの案件の
発掘が課題となった。一方で、取り組んだ案件については県や
各自治体からも認知される地域貢献性が高いプロジェクトで
あった。引き続き地域への貢献効果を踏まえた案件の組成に
取り組むことにより、地域の活性化に向けた取組を行う。

地域の脱炭素化プロジェクトに対して出資を行い、事業者
の資本力を改善し、民間資金を呼び込むことで地域の資金
循環を拡大し、地域の活性化に貢献する。

11
住み続けられる
まちづくりを

〇
地域未利用資源を利用したエネルギー供給・利用を推進する
ことで持続可能な都市づくりに貢献するため、出資により再生
可能エネルギー等の脱炭素化プロジェクトを支援する。

陸上風力発電プロジェクトを支援することで、地域の再
エネ100%構想の主たる電源と認識されている風力発
電の導入を促進し持続可能な都市づくりに貢献した。

令和2年度の事業は出資件数は1件と低位にて推移し、より多
くの案件への取組が課題となった。この点も考慮しつつ、引き
続き、再生可能エネルギー発電設備等の導入を推進すること
により、持続可能な都市づくりに貢献する。

地域未利用資源を利用したエネルギー供給・利用を推進す
ることで持続可能な都市づくりに貢献するため、出資により
再生可能エネルギー等の脱炭素化プロジェクトを支援す
る。

13
気候変動に具
体的な対策を

◎

民間だけでリスクを取ることが難しい地域主導の脱炭素化プロ
ジェクト等に対して、公的資金を供給し、民間資金の呼び水と
なることで、地域主導の脱炭素化プロジェクトの拡大に貢献す
る。

陸上風力発電は中央資本（外資系含む）が中心となっ
て推進していた中、地元主導で進めているプロジェクト
に対して出資を決定することで、地元企業に今後の風
力発電関係事業に携わるノウハウの定着を促し、地域
主導の脱炭素プロジェクトの拡大に貢献した。

令和2年度の出資決定件数は1件に留まり、より多くの案件に
出資することが課題となった。一方で、取り組んだ案件につい
ては県や各自治体からも認知される地域貢献性が高いプロ
ジェクトであった。引き続き地域金融機関と連携して再生可能
エネルギー事業等への資金支援に取り組むことにより、脱炭
素プロジェクトの拡大に貢献する。

民間だけでリスクを取ることが難しい地域主導の脱炭素化
プロジェクト等に対して、公的資金を供給し、民間資金の呼
び水となることで、地域主導の脱炭素化プロジェクトの拡大
に貢献する。

地域脱炭素投資促進ファンド事業

地域における再生可能エネルギー事業等の脱炭素プロジェクトへの出資事業

SDGs
該当
の有
無

令和2年度



事業名

業務
概要

令和３年度

事前のSDGs目標設定（Plan) 事業実施(Do) 事後の自己点検結果（Check) 事前のSDGs目標設定（Action/Plan)

・(i)事業の主目的と重なるSDGs目標（◎）及び(ii)事業の副次的な
効果として達成されるSDGs目標（○）をそれぞれ選定し、可能な
限り具体的な目標を設定
・前年度事業の実績を踏まえて目標を再設定

・事業実施後、SDGs目標の実績や事業実施で工夫した点を記載
してください。 ・SDGsの実現にさらに貢献するための方向性等について記載

・(i)事業の主目的と重なるSDGs目標（◎）及び(ii)事業の副次的な
効果として達成されるSDGs目標（○）をそれぞれ選定し、可能な
限り具体的な目標を設定
・前年度事業の実績を踏まえて目標を再設定

5
ジェンダー平
等を実現しよう

○
採択審査委員会におけるジェンダーギャップを可能な限り小さく
するため、ジェンダーバランスを考慮して委員の選定を行う。

採択審査委員会における委員については、令和２年度は、男性４
名、女性１名を選出した。

令和２年度の審査委員会委員は、左記のような男女比率となっ
た。令和３年度は、専門性を重視しつつも、ジェンダーバランスに
配慮して委員を選定する。

採択審査委員会におけるジェンダーギャップを可能な限り小さく
するため、ジェンダーバランスを考慮して委員の選定を行う。

7
エネルギーを
みんなにそし
てクリーンに

○
再生可能エネルギー設備や蓄電池等を活用した自立・分散型地
域エネルギーシステム構築の支援を通じて、再生可能エネル
ギーの最大限導入に貢献する。

再生可能エネルギーの導入に関する４事業に補助を行った。
令和２年度は、本事業を通じ、再生可能エネルギーの導入に貢
献したと考えている。令和３年度も引き続き、事業を通じて再生可
能エネルギーの導入に貢献する。

再生可能エネルギー設備や蓄電池等を活用した自立・分散型地
域エネルギーシステム構築の支援を通じて、再生可能エネル
ギーの最大限導入に貢献する。

8
働きがいも経
済成長も

○
民間資金が活用され、持続的な運営・維持管理体制が構築され
た事業への支援を通じて、補助事業終了後も安定的に事業を実
施し、地域の雇用創出など地域経済の活性化に貢献する。

省エネ・創エネ設備の導入に関する補助を行った。将来的にはこ
の取組を通じ、設備製造事業者及び再エネ発電事業者への収益
が生まれ、地域の雇用創出など地域経済の活性化に寄与するこ
とが想定される。

令和２年度は、本事業により、当初目標の将来的な達成に向け
て一定の前進があったと考えている。令和３年度も、本事業を通
じ、引き続き目標が実現できるよう取り組む。

民間資金が活用され、持続的な運営・維持管理体制が構築され
た事業への支援を通じて、補助事業終了後も安定的に事業を実
施し、地域の雇用創出など地域経済の活性化に貢献する。

9
産業と技術革
新の基盤をつ
くろう

○
ＣＯ２排出削減の観点で先進性のある技術やシステムを有する
事業への支援を通じて、イノベーションを促進し、環境に配慮した
技術・システムの導入拡大に貢献する。

本事業において、再エネ発電設備や蓄電池等を組み合わせて活
用すること等の補助を行うことで、対象地域内におけるエネル
ギーの地産地消及び自立分散型エネルギーシステムの構築支
援を行い、イノベーションの促進や環境に配慮したシステム等の
導入に貢献した。

令和２年度は、本事業を通じ、当初目標通り、本ＳＤＧｓ目標の実
現に一定の貢献をしたと考えられるため、令和３年度について
も、当事業を温室効果ガスの排出を実質ゼロとする先導的モデ
ルの構築事業として位置づけ、事業を継続する。

ＣＯ２排出削減の観点で先進性のある技術やシステムを有する
事業への支援を通じて、イノベーションを促進し、環境に配慮した
技術・システムの導入拡大に貢献する。

11
住み続けられ
るまちづくりを

◎
再生可能エネルギー設備や蓄電池等を活用した自立・分散型地
域エネルギーシステム構築の支援を通じて、大規模災害による
停電発生時にもエネルギー供給が可能な地域づくりに貢献する。

例えば、エネルギー自給の役割を果たす太陽光発電設備や蓄電
池等の導入に関する補助を行うことで、地域内の住民及び施設
関係者が非常時においてもエネルギーを供給することが可能な
体制を構築するのに貢献した。

令和２年度は、本事業を通じ、自立・分散型地域エネルギーシス
テム構築の支援することで、大規模災害による停電発生時にもエ
ネルギー供給が可能な地域づくりに貢献した。令和３年度も引き
続き同様に取り組む。

再生可能エネルギー設備や蓄電池等を活用した自立・分散型地
域エネルギーシステム構築の支援を通じて、大規模災害による
停電発生時にもエネルギー供給が可能な地域づくりに貢献する。

13
気候変動に具
体的な対策を

◎
再生可能エネルギー設備や蓄電池等を活用した自立・分散型地
域エネルギーシステム構築の支援を通じて、対象地域における
CO2排出量削減に貢献する。

本事業により、将来的に地域内でCO2を排出削減するため、再生
可能エネルギーを複数施設等へ供給するグリッドの構築を検討
する事業者へ補助を行った。

令和２年度は、本事業を通じ、自立・分散型地域エネルギーシス
テム構築の支援することで、対象地域における将来的なCO2排
出量削減に貢献した。
令和３年度は、設備等導入の補助を行い、さらなるCO2排出削減
に取り組む。

再生可能エネルギー設備や蓄電池等を活用した自立・分散型地
域エネルギーシステム構築の支援を通じて、対象地域における
CO2排出量削減に貢献する。

地域の自立・分散型エネルギーシステムの構築支援事業

台風等の大規模災害による停電発生時にもエネルギー供給が可能な地域づくり
を進めるため、再生可能エネルギー設備、蓄電設備、自営線等を組み合わせた
面的なエネルギーシステム構築に係る支援を行う。

SDGs
該当
の有
無

令和2年度



事業名

業務
概要

令和３年度

事前のSDGs目標設定（Plan) 事業実施(Do) 事後の自己点検結果（Check) 事前のSDGs目標設定（Action/Plan)

・(i)事業の主目的と重なるSDGs目標（◎）及び(ii)事業の副次的な効果として達成され
るSDGs目標（○）をそれぞれ選定し、可能な限り具体的な目標を設定
・前年度事業の実績を踏まえて目標を再設定

・事業実施後、SDGs目標の実績や事業実施で工夫した点を記載してください。
・SDGsの実現にさらに貢献するための方向性等について記載

・(i)事業の主目的と重なるSDGs目標（◎）及び(ii)事業の副次的な効果として達成され
るSDGs目標（○）をそれぞれ選定し、可能な限り具体的な目標を設定
・前年度事業の実績を踏まえて目標を再設定

2 飢餓をゼロに ○
 国際連携による気候変動影響評価･計画策定推進（令和2～4年度）
気候変動適応に資する各種ツールを整理し、持続的な農業などに貢献する。

インドネシアやベトナムで水稲の気候変動影響評価を実施した。
令和２年度は、左記の気候変動に脆弱な国で気候変動影響評価を実施し、食糧自給
率向上に貢献した。令和３年度は、左記取組を継続し、目標へ貢献していく。

令和２年度に実施した水稲の気候変動影響評価モデルをWebサービス化し、東南アジ
アの開発途上国で政策意思決定に利用されること等を通じ、持続可能な農業などに貢
献する。

3
すべての人に
健康と福祉を

○
気候変動適応における広域アクションプラン策定事業（令和2～4年度）
・関東地域等において、熱中症に関する情報収集及びアクションプランの策定を開始
する。対象地域における熱中症搬送者数の低減に貢献する。

関東地域等で熱中症に関する情報収集及びアクションプラン策定に向けた検討を開
始し、地域特有の気候変動影響の分析やステークホルダーの課題認識をとりまとめ、
アクションプラン策定に向けた計画を立案した。また、セミナー等を通じて熱中症対策
等の普及啓発を行った。

令和２年度は、左記の取組を通じて、当初ＳＤＧｓ目標の将来的な達成に向けて一定
の前進があったと考えている。令和３年度は 、広域アクションプラン枠組みの検討・試
行版の作成を通じて、対象地域における熱中症搬送者数の低減に貢献にむけた適応
策を検討する。

関東地域等において、熱中症に関する適応オプションの検討や、アクションプランの検
討を行う。対象地域における熱中症搬送者数の低減に貢献する。

1.気候変動適応における広域アクションプラン策定事業（令和2～4年度）
全国7ブロックの広域協議会及び分科会のアドバイザーのジェンダーバランスに配慮
する。

広域協議会及び分科会のアドバイザーの選定にあたっては、ジェンダーバランスに配
慮したうえで検討を行った。

関係する分野の専門家に女性が少なく、実際にアドバイザーに就任いただいた女性
が少ないのが課題と認識しているが、引き続き、アドバイザー等の選定に当たっては、
ジェンダーバランスに配慮する。

全国7ブロックの広域協議会及び分科会のアドバイザーのジェンダーバランスに配慮
する。

2. 国際連携による気候変動影響評価･計画策定推進（令和2～4年度）
気候変動適応事業の提案時、地域や分野の多様なジェンダー課題に配慮する。

適応国際会議開催時に登壇者のジェンダーバランスに配慮を行った。その結果、令和
元年度と比べ、女性割合に改善が見られた。

関係する分野の専門家に女性が少なく、実際に登壇いただいた女性が少ないのが課
題と認識しているが、引き続き、適応国際会議開催時に登壇者のジェンダーバランス
に配慮を行う。

適応国際協力業務実施時に従事者のジェンダーバランスに配慮することで、地域や分
野毎に多種多様なジェンダー課題を適切に抽出し、案件設計に反映させる。

9
産業と技術革
新の基盤をつ
くろう

○
国際連携による気候変動影響評価･計画策定推進（令和2～4年度）
APANフォーラムなどを活用し、わが国の優れた適応技術やサービスの海外展開に貢
献する。

３月に実施したAPANフォーラムで３３社の日本企業を含む５２社がマーケットプレイス
に参加。この場を活用して、我が国の優れた適応技術等の海外展開のための取組に
貢献した。

令和２年度は、左記の取組を通じて、当初ＳＤＧｓ目標の将来的な達成に向けて一定
の前進があったと考えている。令和３年度は、REAPのマーケットプレイスの活用など、
新たなチャンネルの開拓をしていくことが望ましい。

REAPやAPANなど適応に関する国際会議の場を活用し、日本の優れた防災技術や
サービスを紹介するなど、様々な機会を捉えて、適応技術の普及を図る。

1.気候変動適応における広域アクションプラン策定事業（令和2～4年度）
気象災害の激甚化に備え、自治体間の連携や官民連携による効果的な自助共助の
仕組みを広域協議会を通じて検討。気象災害に強靭な地域づくりに貢献する。

広域協議会及びその下に設置された分科会を通じ、気象災害の激甚化に備えた「公
助」「自助・共助」の仕組みについて議論した。加えて、一般市民を対象としたセミナー
を開催し、気象災害やその対策についての普及啓発を行った。

令和２年度は、左記の取組を通じて、当初ＳＤＧｓ目標の将来的な達成に向けて一定
の前進があったと考えている。令和３年度は、適応オプションの実現可能性の検討・整
理や、広域アクションプラン枠組みの検討・試行版の作成を通じて、気象災害に強靱
な地域作りに向けた具体的取組を検討する。

気象災害の激甚化に備え、自治体間の連携や官民連携による効果的な自助共助の
仕組みを広域協議会を通じて検討。気象災害に強靭な地域づくりに貢献する。

2. 国際連携による気候変動影響評価･計画策定推進（令和2～4年度）
気候変動適応に資する各種ツールを整理し、強靱な社会インフラや都市計画の立案
に貢献する。

サモアとミクロネシア連邦の沿岸空港運用会社にBCPリスク情報を提供し、強靱な社
会インフラや都市計画の立案に貢献した。

令和２年度は、左記の取組を通じて、当初ＳＤＧｓ目標の将来的な達成に向けて一定
の前進があったと考えている。令和３年度は、左記取組を発展させ、さらに目標へ貢
献していく。

小島しょ国14国22島の重要な社会経済インフラに対するハザード情報を提供する等に
より、強靱な社会インフラや都市計画の立案に貢献する。

3 気候変動による災害激甚化に係る適応の強化事業（令和2年度～　）
気候変動下での台風の影響評価を実施。想定される被害等を予測することで、気候
変動に適応したまちづくり等の施策に貢献する

日本に甚大な被害をもたらした令和元年台風第19号について、将来の気候変動下で
強度や降水量等による影響がどのように変化するか調査した。

令和２年度は、左記の取組を通じて、当初ＳＤＧｓ目標の将来的な達成に向けて一定
の前進があったと考えている。令和３年度は、令和元年台風19号に加え、西日本に甚
大な被害をもたらした平成30年台風21号についても調査を実施する。

気候変動下での台風の影響評価を実施。想定される被害等を予測することで、気候
変動に適応したまちづくり等の施策に貢献する

13
気候変動に具
体的な対策を

◎

気候変動適応法及び気候変動適応計画に基づき、様々な主体・分野の適応を総合的
に推進する。
また、令和２年度に適応法に基づく気候変動影響評価を実施、令和３年度にはこの科
学的知見を基に適応計画の見直しを実施する予定。

気候変動適応計画に基づき、様々な主体・分野の適応を総合的に推進した。
また、適応法に基づき、気候変動影響評価を実施し、その結果を公表した。

令和２年度は、左記取組を通じて、当初ＳＤＧｓ目標の達成に貢献したと考えている。
令和３年度は、昨年とりまとめた気候変動影響評価報告書を踏まえ、気候変動適応計
画の見直しを実施する。

気候変動適応法及び気候変動適応計画に基づき、様々な主体・分野の適応を総合的
に推進する。
また、令和２年度に実施した適応法に基づく気候変動影響評価を踏まえ、令和３年度
に適応計画の見直しを実施する。

14
海の豊かさを
守ろう

○
気候変動適応における広域アクションプラン策定事業（令和2～4年度）
中国四国地域等において、漁業資源及び海洋生態系における気候変動適応をテーマ
としてアクションプランを検討を通じて、海の豊かさの保全に貢献する。

地域の漁業資源及び海洋生態系に関する気候変動影響の分析や議論を開始したほ
か、関係者の連携によるアクションプラン策定を見据えた調査計画を策定した。

令和２年度は、左記の取組を通じて、当初ＳＤＧｓ目標の将来的な達成に向けて一定
の前進があったと考えている。令和３年度は、令和４年度のアクションプラン策定を見
据え、海の豊かさの保全に向けて、漁業資源及び海洋生態系のモニタリングの仕組
みづくり等の検討を行う。

中国四国地域等において、漁業資源及び海洋生態系における気候変動適応をテーマ
としてアクションプランの検討を通じて、海の豊かさの保全に貢献する。

15
陸の豊かさを
守ろう

○
気候変動適応における広域アクションプラン策定事業（令和2～4年度）
湿原の生態系を活用した防災・減災（Eco-DRR）機能の評価を検討する。湿原の減災
効果を活用して気象災害に備えつつ自然生態系の保全に貢献することを目指す。

既存の自然再生の取り組みに関するEco-DRR機能の評価を行ったほか、関係者の連
携によるアクションプラン策定を見据えた調査計画を策定した。

令和２年度は、左記の取組を通じて、当初ＳＤＧｓ目標の将来的な達成に向けて一定
の前進があったと考えている。令和３年度は、令和４年度のアクションプラン策定を見
据え、釧路湿原及び石狩川流域のEco-DRR機能の評価を引き続き行うとともに、適応
オプションの検討を行う。

湿原の生態系を活用した防災・減災（Eco-DRR）機能の評価を検討する。湿原の減災
効果を活用して気象災害に備えつつ自然生態系の保全に貢献することを目指す。

1.気候変動適応における広域アクションプラン策定事業（令和2～4年度）
広域協議会、適応全国会議を開催して全国、各ブロック間のステークホルダーとの
パートナーシップを構築して適応策を推進する。

広域協議会および適応全国大会を開催することで、全国の地方自治体や関係省庁、
研究機関等、気候変動適応に関わるステークホルダーと広く情報共有するとともに、
各地域の気候変動影響等について議論を行った。

令和２年度は、左記の取組を通じて、当初ＳＤＧｓ目標の将来的な達成に向けて一定
の前進があったと考えている。令和３年度も引き続き広域協議会及び適応全国大会を
開催し、関係者間で情報共有をすすめるとともに、地方自治体等の関係者の参加拡
大を検討し、ステークホルダーとのパートナーシップの強化を目指す。

広域協議会、適応全国大会を開催して全国、各ブロック間のステークホルダーとの
パートナーシップを構築して適応策を推進する。

2．国際連携による気候変動影響評価･計画策定推進（令和2～4年度）
AP-PLATを通じてパートナーシップを構築し、アジア太平洋地域での気候変動適応事
業の促進に貢献する。

３月に実施したAPANフォーラムやREAPで、AP-PLATの活動を周知するなど、各参加
国や国際機関の間での情報共有を促進。

令和２年度は、左記の取組を通じて、当初ＳＤＧｓ目標の将来的な達成に向けて一定
の前進があったと考えている。令和３年度は、新たな国々や主体に、AP-Plat活動の周
知を広げていくことが必要。

Adaptation Action Coalitionなど新たな国際枠組に参加し、各国や国際機関との情報
共有を通じて連携を推進する。

気候変動影響評価･適応推進事業

１．気候変動影響評価及び適応計画進捗把握
２．気候変動適応における広域アクションプラン策定事業
３．国際連携による気候変動影響評価･計画策定推進
４．気候変動による災害激甚化に係る適応の強化事業
５．適応策のPDCA手法確立調査事業
６．国民参加による気候変動情報収集・分析事業

SDGs
該当
の有
無

令和2年度

○

○

○
パートナーシッ
プで目標を達
成しよう
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住み続けられ
るまちづくりを

11

ジェンダー平
等を実現しよう

5



事業名

業務
概要

令和３年度

事前のSDGs目標設定（Plan) 事業実施(Do) 事後の自己点検結果（Check) 事前のSDGs目標設定（Action/Plan)

・(i)事業の主目的と重なるSDGs目標（◎）及び(ii)事業の副次的な効果とし
て達成されるSDGs目標（○）をそれぞれ選定し、可能な限り具体的な目標
を設定
・前年度事業の実績を踏まえて目標を再設定

・事業実施後、SDGs目標の実績や事業実施で工夫した点を記載してく
ださい。 ・SDGsの実現にさらに貢献するための方向性等について記載

・(i)事業の主目的と重なるSDGs目標（◎）及び(ii)事業の副次的な効果
として達成されるSDGs目標（○）をそれぞれ選定し、可能な限り具体的
な目標を設定
・前年度事業の実績を踏まえて目標を再設定

3
すべての人に
健康と福祉を

○
まちなかの暑熱対策、熱中症予防情報の発信体制の強化と暑熱回避行
動の促進を図り、熱中症等の疾病の発症や死亡を防止する。

熱中症リスクを示す暑さ指数（WBGT）の認知度向上を図るべく、国民
の暑さ指数の活用等に関する意識調査などを行った。
熱中症予防情報サイトではWBGTを含む継続的な情報発信を行った。
令和2年のアクセス数は約4,759万件に及んだ。
また、関東甲信地方において暑さ指数をもとに発表される熱中症警戒
アラートを試行的に実施し、暑さへの気づきを促し、適切な熱中症予防
行動の呼びかけを行った。
また、災害時の発信体制の強化について、災害時でもWBGTや熱中症
の予防方法、対処方法等の情報を提供出来るよう、暑さ指数算出サー
バの東西二重化措置を実施した。

令和２年度は、本事業を通じ、当初目標通り、暑さ指数の認知度向上
や暑さ指数を含む熱中症予防情報の発信を通じた暑熱回避行動の促
進、熱中症予防情報の発信体制強化を通じて、熱中症発症・死亡の防
止に貢献したと考えられる。
令和３年度は、令和２年に試行的に実施した熱中症警戒アラートにつ
いて、全国展開し、本格運用を行うことで、さらに大きな貢献をすること
を目指す。

以下のような取組を通じ、暑熱回避行動の促進、熱中症予防情報の発
信体制強化を図り、熱中症等の疾病の発症や死亡を防止する。
・暑さ指数（WBGT）を活用した暑熱回避行動の促進のため、WBGTが
熱中症の危険度を示す指標であることが理解されるよう、効果的な情
報発信方法の検討、報道との連携等により認知度の向上を図る。
・WBGTの予測値･実況値の算出を行うとともに、熱中症予防情報の提
供を4月中旬から10月末まで、「環境省熱中症予防情報サイト」上で行
う。予測値･実況値の算出にあたっては、令和3年度からの熱中症警戒
アラートの本格運用を踏まえ、より正確なデータを提供するための精度
向上を図るとともに、本格運用に伴うサイトの改修作業を実施する。
・災害時でもWBGTや熱中症の予防方法、対処方法等の情報を提供出
来るよう、熱中症予防情報の発信体制の強化を継続する。

11
住み続けられ
るまちづくりを

○
自治体や地域団体に対するWBGTを活用した情報発信等を通じて、暑熱
回避行動の促進を図り、都市における安全な住居の確保や、災害による
死者、環境上の悪影響を防止する。

まちなかでのイベント等における暑熱対策を進めるため、調査を行った
ほか、暑さ指数の認知度向上を図るため、説明会の実施や国民の暑さ
指数の活用等に関する意識調査を行った。また、熱中症予防情報サイ
ト上で熱中症予防情報の発信を前年度に引き続き継続的に発信し、関
東甲信地方では暑さ指数を元に発表される熱中症警戒アラートを試行
的に実施した。

令和２年度の取組のうち、まちなかでのイベント等における暑熱対策に
ついては、イベント参加者が実際に利用する屋外経路を対象とした暑
熱環境の測定や、被験者を歩行させる調査などにより、屋外経路の暑
さ分析と対策行動による環境改善等の効果について、適切な手法を検
討し、分析が行えた。このことにより、令和3年度以降における暑熱回
避行動の促進に係る施策に資するものと考えている。
また、熱中症警戒アラート等による熱中症予防情報の発信について
は、暑さ指数の認知度向上や暑熱回避行動の促進に貢献したと考えら
れ、引き続き事業の継続が求められる。

以下のような取組を通じ、暑熱回避行動の促進を図り、都市における
熱中症対策を推進する。
・暑さ指数(WBGT)を活用した暑熱回避行動の促進のため、WBGTが熱
中症の危険度を示す指標であることが理解されるよう、効果的な情報
発信方法の検討、報道との連携等により認知度の向上を図る
・政府の「気候変動適応計画」や都道府県及び市町村の「地域気候変
動適応計画」の策定の参考となるよう、暑熱対策の効果をまとめた「ま
ちなかの暑さ対策ガイドライン　改訂版」の活用や更なる充実化を図る
ため、各地域で実施されている先進事例の知見収集等を引き続き行
い、広く情報発信を行う。
・WBGTの予測値･実況値の算出を行うとともに、熱中症予防情報の提
供を4月中旬から10月末まで、「環境省熱中症予防情報サイト」上で行
う。予測値･実況値の算出にあたっては、令和3年度からの熱中症警戒
アラートの本格運用を踏まえ、より正確なデータを提供するための精度
向上を図るとともに、本格運用に伴うサイトの改修作業を実施する。

13
気候変動に具
体的な対策を

◎
事業を通じて、WBGTを活用した暑熱回避行動を促し、気候変動に起因
する危険や自然災害に対するレジリエンス、気候変動適応に関する教
育・啓発の強化を図る。

気候変動の影響により、年平均気温が我が国において上昇傾向であ
り、平成30年以降、死亡者数は1，000人を超え、救急搬送人員も直近
３年間が最も多い状況となっている。そのため、従来の熱中症関係省
庁連絡会議を「熱中症対策推進会議」と改め、令和３年３月に環境大
臣を議長として関係府省庁の局長級が参加した会議として開催し、「熱
中症対策行動計画」を策定した。同計画においては、令和３年度の目
標として、「熱中症警戒アラート」などの熱中症予防情報の発信により
国民、事業所、関係団体などによる適切な熱中症予防行動の定着を
目指すこととなった。また、中期的な目標として、熱中症による死亡者
数ゼロに向けて、できる限り早期に死亡者数年1,000人以下を目指すこ
ととなった。

令和２年度は、左記取組により、当初SDGｓ目標に一定の貢献をしたと
考えている。令和3年度は、「熱中症対策行動計画」における年度目
標、中期的な目標を達成することを目指し、関係府省庁で連携して熱
中症対策を行うことで、気候変動への適応の推進に貢献する。

「熱中症対策行動計画」での令和３年度の目標、中期的な目標を達成
することを目指し、関係府省庁で連携して熱中症対策を行うことで、気
候変動への適応の推進に貢献する。

17
パートナーシッ
プで目標を達
成しよう

○
事業を通じて、様々なステークホルダーが連携したWBGTを活用した暑
熱回避行動を促進し、効果的な公的、官民、市民社会のパートナーシッ
プを奨励・推進する。

令和３年３月に策定した「熱中症対策行動計画」において、熱中症対策
についての地域における連携強化や産業界との連携強化を具体的施
策として掲げた。

令和2年度は、左記の取組により、当初SDGｓ目標の達成に一定の貢
献をしたと考えている。
令和3年度は、熱中症対策行動計画に基づき、地域における連携強化
や、産業界との連携強化に取り組む。

「熱中症対策行動計画」に基づき、地域における連携強化や、産業界
などとの連携強化を推進し、地方公共団体及び、民間企業、報道機関
等と連携して、国民、事業所などにおける、熱中症予防行動の定着を
目指す。

クールシティ推進事業

気候変動やヒートアイランド現象等による気温上昇に伴い人への暑熱ストレスが増大してお
り、以下の事業を通じて、暑熱回避行動の促進、熱中症予防の情報提供強化を進め、暑熱対
策を推進する。
１.WBGT（暑さ指数）の認知度向上・行動変容につながる情報発信のあり方の検討
WBGTが熱中症の危険度を示す指標であることが理解されるよう、情報発信方法の見直し、報
道との連携等により認知度の向上を図る。また、熱中症搬送者数データとの相関を分析・発信
するなど、行動変容を促す情報発信のあり方を検討し、
２.暑熱対策分野の適応策推進
アンケートや温熱環境調査等を実施し、「気候変動適応計画」等の策定の参考となるよう知見
を収集してとりまとめ、検証を行った暑熱対策の情報を自治体をはじめ個人や地域団体等に
発信し、まちなかの暑熱対策を推進する。
３.熱中症予防情報の発信体制の強化
平成30年7月豪雨等を踏まえ、災害時でもWBGTや熱中症の予防方法、対処方法等の情報を
提供できるよう、熱中症予防情報の発信体制の強化を行う。また、面的なWBGTの情報提供に
ついて検討する。

SDGs
該当
の有
無

令和2年度



事業名

業務
概要

令和３年度

事前のSDGs目標設定（Plan) 事業実施(Do) 事後の自己点検結果（Check) 事前のSDGs目標設定（Action/Plan)

・(i)事業の主目的と重なるSDGs目標（◎）及び(ii)事業の副次的な効果と
して達成されるSDGs目標（○）をそれぞれ選定し、可能な限り具体的な
目標を設定
・前年度事業の実績を踏まえて目標を再設定

・事業実施後、SDGs目標の実績や事業実施で工夫した点を記載し
てください。 ・SDGsの実現にさらに貢献するための方向性等について記載

・(i)事業の主目的と重なるSDGs目標（◎）及び(ii)事業の副次的な
効果として達成されるSDGs目標（○）をそれぞれ選定し、可能な限
り具体的な目標を設定
・前年度事業の実績を踏まえて目標を再設定

9
産業と技術革
新の基盤をつ
くろう

○

海洋へのプラスチックの流出を抑制する方策の一環として幅広い関係者
が一つの旗印の下連携協働するプラスチック・スマート・キャンペーン等
により、不必要な使い捨てプラスチックの使用削減や、代替素材への転
換の促進などを通じて、資源効率の向上やクリーン技術、環境に配慮し
た技術・産業プロセスの導入拡大に貢献する。

プラスチック・スマートでは、特に優れた取組に対する表彰（海ごみ
ゼロアワード）を通じて、イノベーションによる不必要な使い捨てプラ
スチックの使用削減や、代替素材への転換の促進などに貢献し
た。また代替素材への転換に関しては、脱炭素社会を支えるプラス
チック等資源循環システム構築実証事業（マイクロプラスチックによ
る汚染防止のための化石資源由来素材からの代替）により、６件の
取組を支援した。

令和２年度は、左記の取組により、本SDGs目標の達成に貢献した
と考えている。
イノベーションを促進させるためにも、引き続き優良事例等をプラス
チック・スマートで発信していくことが必要。
代替素材の開発支援は、引き続き、支援継続・拡大が必要。

海洋へのプラスチックの流出を抑制する方策の一環として幅広い
関係者が一つの旗印の下連携協働するプラスチック・スマートや優
良事例の周知等により、不必要な使い捨てプラスチックの使用削
減や、代替素材への転換等を促進、資源効率の向上やクリーン技
術、環境に配慮した技術・産業プロセスの導入拡大に貢献する。

11
住み続けられ
るまちづくりを

○

海洋へのプラスチックの流出を抑制する方策の一環として、各国の取組
の共有・相互学習（G20海洋プラごみ対策実施枠組、政策対話）等によ
る、途上国における廃棄物管理能力の向上の促進などを通じて、都市
における廃棄物管理や環境上の悪影響の軽減、都市部と農村部間の
良好なつながりに貢献する。

G20海洋プラスチックごみ対策実施枠組に基づく報告書を、2020年
G20議長国のサウジアラビアを支援し、取りまとめた。
また我が国が優れた技術を持つ廃棄物処理・リサイクル・浄化槽分
野について、事業者による実現可能性調査等を通じて海外展開を
支援した。アジア、アフリカ等を中心とする国での廃棄物関係の制
度構築支援やワークショップ等を実施するとともに、研修等を通じ
た能力向上を行った。

令和２年度は、左記取組を通じ、我が国循環産業の発展とともに、
相手国の廃棄物管理能力の向上、環境保全の両方に貢献し、当
初目標の実現に一定の貢献をしたが、各国の取組の共有と相互
学習を進展させるため、より多くの国と機関の実施枠組への参加
が必要。
実現可能性調査（FS調査）の実施から事業化までは一定の年数が
必要であり、本事業を通じて廃棄物に関する政府間の関係を強化
させて事業環境を整えていくことで、我が国循環産業の更なる海外
展開が見込まれる。また、途上国の人口増加や経済成長により、
廃棄物発生量が増加することが見込まれ、廃棄物・リサイクルに関
する世界の需要に我が国の技術や経験で貢献し、本ゴールの達
成に寄与すべく、引き続き相手国政府や民間企業と緊密な連携の
下、海外展開を促進していく。

海洋へのプラスチックの流出を抑制する方策の一環として、各国の
取組の共有・相互学習（G20海洋プラごみ対策実施枠組、政策対
話）等の拡大・深化による、途上国における廃棄物管理能力の向
上の促進などを通じて、都市における廃棄物管理や環境上の悪影
響の軽減、都市部と農村部間の良好なつながりに貢献する。

12
つくる責任　つ
かう責任

○

海洋へのプラスチックの流出を抑制する方策の一環として、幅広い関係
者が一つの旗印の下連携協働するプラスチック・スマート・キャンペーン
等により、不必要な使い捨てプラスチックの使用削減や、代替素材への
転換の促進などは、プラスチックに関する循環型社会の形成にも貢献す
る。

プラスチック・スマートでは、令和2年度末までに2000件超の取組を
各主体から登録いただき、幅広い関係者が一つの旗印の下で不必
要な使い捨てプラスチックの使用削減や、代替素材への転換を促
進することに貢献した。また代替素材への転換に関しては、脱炭素
社会を支えるプラスチック等資源循環システム構築実証事業（マイ
クロプラスチックによる汚染防止のための化石資源由来素材から
の代替）を実施し、6件の取組を支援した。

令和２年度は、左記の取組により、本SDGｓ目標の達成に貢献した
と考えている。
幅広い関係者が一つの旗印の下で連携し取組を進めていくために
も、引き続き優良事例等の後押しが必要。
代替素材開発支援は、引き続き支援継続・拡大が必要。

海洋へのプラスチックの流出を抑制する方策の一環として、幅広い
関係者が一つの旗印の下連携協働するプラスチック・スマート等に
より、不必要な使い捨てプラスチックの使用削減や、代替素材への
転換の促進などは、プラスチックに関する循環型社会の形成にも
貢献する。

13
気候変動に具
体的な対策を

○

海洋へのプラスチックの流出を抑制する方策の一環として、幅広い関係
者が一つの旗印の下連携協働するプラスチック・スマート・キャンペーン
等により、不必要な使い捨てプラスチックの使用削減や、代替素材への
転換の促進などは、プラスチックの処理工程を含めた気候変動対策にも
貢献する。

プラスチック・スマートでは、令和2年度末までに2000件超の取組を
各主体から登録いただき、幅広い関係者が一つの旗印の下で不必
要な使い捨てプラスチックの使用削減や、代替素材への転換を促
進し、気候変動対策に貢献した。
脱炭素社会を支えるプラスチック等資源循環システム構築実証事
業（マイクロプラスチックによる汚染防止のための化石資源由来素
材からの代替）を通じて、LCA全体で低CO2な代替素材開発を支援
した。

令和２年度は、左記の取組により、本SDGｓ目標の達成に貢献した
と考えている。
幅広い関係者が一つの旗印の下で連携し取り組みを進めていくた
めにも、引き続き優良事例等をプラスチック・スマートで後押しして
いくことが必要。
代替素材開発支援は、引き続き、支援継続・拡大が必要。

海洋へのプラスチックの流出を抑制する方策の一環として、幅広い
関係者が一つの旗印の下連携協働するプラスチック・スマート等に
より、不必要な使い捨てプラスチックの使用削減や、代替素材への
転換の促進、プラスチックの処理工程を含めた気候変動対策にも
貢献する。

14
海の豊かさを
守ろう

◎
標記事業は、いずれも海洋プラスチックごみの削減を目的とする事業で
あり、海洋汚染の防止、生態系保全など海の豊かさの保全に貢献する。

地方公共団体における海洋ごみの回収・処理事業や発生抑制対
策を支援するとともに、日本の海岸及び周辺海域における海洋ご
みの現状やマイクロプラスチックを含む海洋プラスチックごみの実
態を把握するための調査等を行った。またG20をはじめとする国際
枠組に基づく取組を推進するなど、国際的な協調も進めた。

令和2年度は、左記の取組を通じ、本SDGｓ目標の実現に向けて一
定の貢献を果たしたと考えている。
実効的な海洋プラスチックごみ対策の実施には、科学的知見の蓄
積が不可欠だが、世界的にも発生源や流出経路、流出量等の知
見が不足しており、さらなる知見の充実が求められる。またより一
層の国際的な協働も必要。これらの観点から、令和3年度も継続し
て取り組む。

標記事業は、いずれも海洋プラスチックごみの削減を目的とする事
業であり、実態把握に向けた科学的知見の蓄積に一層努める等に
より、海洋汚染の防止、生態系保全など海の豊かさの保全に貢献
する。

17
パートナーシッ
プで目標を達
成しよう

○

大阪ブルー・オーシャン・ビジョン及びG20海洋プラスチックごみ対策実
施枠組の拡大、モニタリング手法の調和化・東南アジアでの人材育成等
を通じて、持続可能な開発のためのグローバル・パートナーシップの強
化に貢献する。また、海洋へのプラスチックの流出を抑制する方策の一
環として、地方公共団体、研究機関・大学、民間団体、業界団体等の多
様な関係主体間の連携を強化（プラスチック・スマート・キャンペーン）す
ることを通じて、様々なパートナーシップを奨励、推進する。

G20をはじめとする国際枠組に基づく取組を推進するとともに、モニ
タリング手法の国際調和のためのガイドラインを改訂し、小型船舶
での調査にも適用できるようになった。また、国際ワークショップや
東南アジア各国とオンラインの人材研修を実施するなど、国際的な
協調を進めた。またプラスチック・スマートについては、令和2年度
末までに2000件超の取組を各主体から登録いただき、さらに自治
体と企業が協定を締結してプラ削減への取組を後押しするなど、国
内の連携も進めた。

令和2年度は、左記取組を通じ、本SDGｓ目標の実現に向けて一定
程度の貢献を果たした。
ガイドライン等を用いて引き続き東南アジア各国との人材研修を実
施し、より一層の国際的な協調を進める必要がある。国内では自
治体と企業の連携事例等を増やしていく必要があり、各主体への
働きかけや、連携促進支援を行っていくことが必要。

大阪ブルー・オーシャン・ビジョン及びG20海洋プラスチックごみ対
策実施枠組の拡大、モニタリング手法の調和化・東南アジアでの人
材育成等を通じて、持続可能な開発のためのグローバル・パート
ナーシップの強化に貢献する。また、海洋へのプラスチックの流出
を抑制する方策の一環として、地方公共団体、研究機関・大学、民
間団体、業界団体等の多様な関係主体間の連携を強化（プラス
チック・スマート）することを通じて、様々なパートナーシップを奨励、
推進する。

海洋ごみに係る削減方策総合検討事業費・海洋プラスチックごみ総合対策費

Ｇ20大阪サミットで合意・共有された「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」の実現に向
け、国際枠組に基づく取組の推進や、科学的知見の強化、海洋ごみ（漂流・漂着・海
底ごみ）のモニタリング調査、国際枠組を通じた人材育成等により、我が国が率先し
て海洋ごみ対策を総合的に推進。

SDGs
該当
の有
無

令和2年度



事業名

業務
概要

令和３年度

事前のSDGs目標設定（Plan) 事業実施(Do) 事後の自己点検結果（Check) 事前のSDGs目標設定（Action/Plan)

・(i)事業の主目的と重なるSDGs目標（◎）及び(ii)事業の副次的な
効果として達成されるSDGs目標（○）をそれぞれ選定し、可能な
限り具体的な目標を設定
・前年度事業の実績を踏まえて目標を再設定

・事業実施後、SDGs目標の実績や事業実施で工夫した点を記載
してください。 ・SDGsの実現にさらに貢献するための方向性等について記載

・(i)事業の主目的と重なるSDGs目標（◎）及び(ii)事業の副次的な
効果として達成されるSDGs目標（○）をそれぞれ選定し、可能な
限り具体的な目標を設定
・前年度事業の実績を踏まえて目標を再設定

8
働きがいも経
済成長も

多様な主体が生物多様性に配慮しながら里地里山の資源を利
活用し、地域活性化を図ろうとする環境保全・経済活動のスター
トアップを支援することで、持続可能な拠点づくりに貢献する。

11
住み続けられ
るまちづくりを

○
生物多様性の保全及び適切な利用を支援することで、地域の自
然資源の維持・向上とその活用を促進し、持続可能な地域づくり
に貢献する。

支援対象を特に推進の必要性が高い取組に絞り、また優れた取
組を募るべく、全国区を対象に公募。生物多様性保全上の高い
効果が期待される事業67件を支援。この中には、例えば、コウノ
トリやトキと共に生きる自然豊かで持続可能な地域の実現に向け
た広域連携生態系ネットワークの形成や地域振興、普及啓発を
実施する事業など、地域の自然資源の維持・向上とその活用を
促進し、持続可能な地域づくりに貢献することを目標としたものも
含まれる。

令和2年度は、左記取組により、当初ＳＤＧｓ目標の達成に貢献し
たと考えている。令和3年度は、引き続き、地域の自然資源の維
持・向上とその活用を促進し、持続可能な地域づくりに貢献する
よう、生物多様性保全上の効果が高い事業が各地域で実施され
るようなより適切な採択基準の設定や、当該交付金の活用促進
に取り組む。

生物多様性の保全及び適切な利用を支援することで、地域の自
然資源の維持・向上とその活用を促進し、持続可能な地域づくり
に貢献する。

13
気候変動に具
体的な対策を

○
気候変動に脆弱と考えられる生態系や生物種の保全について交
付金による支援対象としており、自然生態系分野における適応策
の推進に貢献する。

支援対象を特に推進の必要性が高い取組に絞り、また優れた取
組を募るべく、全国区を対象に公募。生物多様性保全上の高い
効果が期待される事業67件を支援。この中には、例えば、高山に
生息するライチョウの飼育下繁殖の実施や技術確立等、気候変
動に脆弱と考えられる生態系や生物種の保全に貢献することを
目標としたものも含まれる。

令和2年度は、左記取組により、当初ＳＤＧｓ目標の達成に貢献し
たと考えている。令和３年度は、引き続き、気候変動に脆弱と考
えられる生態系や生物種の保全に貢献するよう、生物多様性保
全上の効果が高い事業が各地域で実施されるようなより適切な
採択基準の設定や、当該交付金の活用促進に取り組む。

気候変動に脆弱と考えられる生態系や生物種の保全について交
付金による支援対象としており、自然生態系分野における適応策
の推進に貢献する。

14
海の豊かさを
守ろう

◎

特定外来生物の防除、国内希少野生動植物種の保全、国立公
園等の保護区内における自然環境保全、広域的な生態系ネット
ワークの構築など、全国的な観点から生物多様性保全上重要な
取組として、必要性の高い事業を支援。

支援対象を特に推進の必要性が高い取組に絞り、また優れた取
組を募るべく、全国区を対象に公募。生物多様性保全上の高い
効果が期待される、海域における事業４件を支援。

令和2年度は、左記取組により、当初ＳＤＧｓ目標の達成に貢献し
たと考えている。令和3年度は、引き続き、海洋における生物多様
性保全に資する、生物多様性保全上の効果が高い事業が各地
域で実施されるよう、より適切な採択基準の設定や、当該交付金
の活用促進について取り組む。

特定外来生物の防除、国内希少野生動植物種の保全、国立公
園等の保護区内における自然環境保全、広域的な生態系ネット
ワークの構築など、全国的な観点から生物多様性保全上重要な
取組として、必要性の高い事業を支援。

15
陸の豊かさを
守ろう

◎

特定外来生物の防除、国内希少野生動植物種の保全、国立公
園等の保護区内における自然環境保全、広域的な生態系ネット
ワークの構築など、全国的な観点から生物多様性保全上重要な
取組として、必要性の高い事業を支援。

支援対象を特に推進の必要性が高い取組に絞り、また優れた取
組を募るべく、全国区を対象に公募。生物多様性保全上の高い
効果が期待される、陸域における事業63件を支援。

令和2年度は、左記取組により、当初ＳＤＧｓ目標の達成に貢献し
たと考えている。令和3年度は、引き続き、陸域における生物多様
性保全に資する、生物多様性保全上の効果が高い事業が各地
域で実施されるよう、より適切な採択基準の設定や、当該交付金
の活用促進について取り組む。

特定外来生物の防除、国内希少野生動植物種の保全、国立公
園等の保護区内における自然環境保全、広域的な生態系ネット
ワークの構築など、全国的な観点から生物多様性保全上重要な
取組として、必要性の高い事業を支援。

17
パートナーシッ
プで目標を達
成しよう

○

生物多様性の保全においては、多様な主体の連携が重要である
ことを踏まえ、地域の関係者から構成される協議会の活動を支
援対象とするなど、マルチステークホルダーが実施母体となる事
業の推進を支援する。
多様な主体の連携による取組を促進。

多様な主体の連携が求められる事業項目については、交付対象
として地域生物多様性協議会(自治体及び地域の関係主体から
なる団体)を設定。また、地域生物多様性協議会が実施する事業
を27件採択。

令和2年度は、左記取組により、当初ＳＤＧｓ目標の達成に貢献し
たと考えている。令和3年度は、引き続き、多様な主体の連携に
よる取組が進むよう、より適切な交付対象者や採択基準の設定、
当該交付金の活用促進について取り組む。

生物多様性の保全においては、多様な主体の連携が重要である
ことを踏まえ、地域の関係者から構成される協議会の活動を支
援対象とするなど、マルチステークホルダーが実施母体となる事
業の推進を支援する。
多様な主体の連携による取組を促進。

生物多様性保全推進支援事業

各地域において実施される、一定の要件を満たす生物多様性の保全に資する
取組に対し、交付金による財政支援を行うもの。

SDGs
該当
の有
無

令和2年度



事業名

業務
概要

令和３年度

事前のSDGs目標設定（Plan) 事業実施(Do) 事後の自己点検結果（Check) 事前のSDGs目標設定（Action/Plan)

・(i)事業の主目的と重なるSDGs目標（◎）及び(ii)事業の副次的な
効果として達成されるSDGs目標（○）をそれぞれ選定し、可能な
限り具体的な目標を設定
・前年度事業の実績を踏まえて目標を再設定

・事業実施後、SDGs目標の実績や事業実施で工夫した点を記載
してください。 ・SDGsの実現にさらに貢献するための方向性等について記載

・(i)事業の主目的と重なるSDGs目標（◎）及び(ii)事業の副次的な
効果として達成されるSDGs目標（○）をそれぞれ選定し、可能な
限り具体的な目標を設定
・前年度事業の実績を踏まえて目標を再設定

11
住み続けられ
るまちづくりを

○

レッドリストの見直し、国内希少野生動植物種の指定等を推進す
ることにより、地域のシンボルとなるような希少種、地域の重要な
自然資源となる希少種、世界自然遺産の価値として認められた
希少種等の保全を図ることで、地域の活性化に貢献する。

第５次レッドリスト公表に向けた作業に着手するとともに、国内希
少野生動植物種39種を追加指定した。この中には、例えば、世界
自然遺産に登録されている小笠原諸島に生息するオガサワラオ
カモノアラガイのように、世界自然遺産の価値として地域の重要
な自然資源となる希少種等も含まれている。

令和2年度は、左記取組により、当初SDGｓ目標に一定の貢献を
したと考えている。令和3年度も、引き続き、第５次レッドリスト公
表に向けて調査や評価を進めるとともに、国内希少野生動植物
種の指定を進めることにより、地域のシンボルとなるような希少
種、地域の重要な自然資源となる希少種、世界自然遺産の価値
として認められた希少種等の保全を図り、地域の活性化に貢献
する。

レッドリストの見直し、国内希少野生動植物種の指定等を推進す
ることにより、地域のシンボルとなるような希少種、地域の重要な
自然資源となる希少種、世界自然遺産の価値として認められた
希少種等の保全を図ることで、地域の活性化に貢献する。

12
つくる責任　つ
かう責任

○

レッドリストの見直し、国内希少野生動植物種の指定等を推進す
ることにより、人々が自然と調和したライフスタイルに関する情報
と意識をもつようになることに貢献する。
希少種保護に関し、地域との連携体制の構築を推進することで、
人々が自然と調和したライフスタイルに関する情報と意識をもつ
ようになることに貢献する。

自然と調和したライフスタイルに関する意識をもつための情報元
として、第５次レッドリスト公表に向けた作業に着手するとともに、
国内希少野生動植物種39種を追加指定し、周知した。
また、地域と連携した希少野生動植物種の保全を目指し、調査
や普及啓発等の事業を、全国各地で実施した。

令和2年度は、左記取組により、当初SDGｓ目標に一定の貢献を
したと考えている。令和3年度も、引き続き、第５次レッドリスト公
表に向けて調査や評価を進めるとともに、国内希少野生動植物
種の指定を進め、地域と連携した事業を実施することで人々が自
然と調和したライフスタイルに関する情報への関心を高めること
に貢献する。

レッドリストの見直し、国内希少野生動植物種の指定等を推進す
ることにより、人々が自然と調和したライフスタイルに関する情報
への関心を高めることに貢献する。
また、希少種保護に関し、地域との連携体制の構築を推進するこ
とで、人々が自然と調和したライフスタイルに関する情報への関
心を高めることに貢献する。

13
気候変動に具
体的な対策を

○
気候変動による影響も考慮しながら、国内希少野生動植物種の
保護増殖事業を推進する。

46種以上の動植物種を対象に保護増殖事業を実施した。例え
ば、ライチョウについては生息地を分散させ地球温暖化等による
絶滅リスクを低減させるため、中央アルプスにおける個体群復活
試験を実施した。

令和2年度は、左記取組により、当初SDGｓ目標に一定の貢献を
したと考えている。令和3年度も、引き続き、気候変動による影響
も考慮しながら国内希少野生動植物種の保護増殖事業を推進
し、気候変動による絶滅リスクの低減に貢献する。

気候変動による影響も考慮しながら、国内希少野生動植物種の
保護増殖事業を推進する。

14
海の豊かさを
守ろう

◎
レッドリストの見直し、国内希少野生動植物種の指定等を推進す
ることにより、海洋および沿岸の生態系の保全を推進する。

海洋及び沿岸を含む生態系の保全の推進のため、第５次レッドリ
スト公表に向け、作業に着手した。

令和2年度は、左記取組により、当初SDGｓ目標に一定の貢献を
したと考えている。令和3年度も、引き続き、第５次レッドリスト公
表に向けて調査や評価を進める。また、国内希少野生動植物種
の指定を進め、海洋及び沿岸を含む生態系の保全の推進を図
る。

レッドリストの見直し、国内希少野生動植物種の指定等を推進す
ることにより、海洋及び沿岸の生態系の保全を推進する。

15
陸の豊かさを
守ろう

◎
希少種保護を推進することにより、絶滅防止のための対策を推進
する。

絶滅防止のための対策として、第５次レッドリスト公表に向けた作
業、国内希少野生動植物種の追加指定、保護増殖事業の実施
等により希少種保護を進めた。

令和2年度は、左記取組により、当初SDGｓ目標に一定の貢献を
したと考えている。令和3年度も、引き続き、第5次レッドリスト公表
に向けた調査・評価や国内希少野生動植物種の指定、保護増殖
事業の実施等により希少種保護を進める。

希少種保護を推進することにより、絶滅防止のための対策を推進
する。

17
パートナーシッ
プで目標を達
成しよう

○ 希少種保護に関し、地域との連携体制を構築を推進する。
全国各地において、地域の保護団体や地元住民、研究者等と連
携した希少野生動植物種の保全に関する事業を実施し、これら
の関係者との連携体制を構築した。

令和2年度は、左記取組により、当初SDGｓ目標に一定の貢献を
したと考えている。令和3年度も、引き続き多様な主体が連携した
効果的な希少種保全事業を実施し、関係者との連携強化を図
る。

希少種保護に関し、地域や多様な主体との連携体制を構築を推
進する。

希少種保護推進費

特定野生生物保護対策費
希少野生動植物種保存推進費
希少野生動物野生順化特別事業費
希少野生動植物種保全活動費
希少種保全のためのノネコ対策事業費

SDGs
該当
の有
無

令和2年度



事業名

業務
概要

令和３年度

事前のSDGs目標設定（Plan) 事業実施(Do) 事後の自己点検結果（Check) 事前のSDGs目標設定（Action/Plan)

・(i)事業の主目的と重なるSDGs目標（◎）及び(ii)事業の副次的な効果とし
て達成されるSDGs目標（○）をそれぞれ選定し、可能な限り具体的な目標
を設定
・前年度事業の実績を踏まえて目標を再設定

・事業実施後、SDGs目標の実績や事業実施で工夫した点を記載してくだ
さい。 ・SDGsの実現にさらに貢献するための方向性等について記載

・(i)事業の主目的と重なるSDGs目標（◎）及び(ii)事業の副次的な効果とし
て達成されるSDGs目標（○）をそれぞれ選定し、可能な限り具体的な目標
を設定
・前年度事業の実績を踏まえて目標を再設定

3
すべての人に
健康と福祉を

○

民間企業の海外展開促進に対するFS調査等への支援を行い、相手国で
適切な廃棄物処理システムを導入することで、有害化学物質並びに大
気、水質及び土壌の汚染に起因する死亡及び疾病の件数の減少に貢献
する。

相手国において有害化学物質並びに大気、水質及び土壌の汚染に起因
する死亡及び疾病の件数の減少に貢献することを目標の一つとして、海
外展開を計画している事業について、FS調査を6件、現地関係者とのセミ
ナー・ワークショップを18件行った。また、我が国の廃棄物・リサイクル等
に関する知識や経験の普及・浸透を図る研修を96名に対して実施した。

令和2年度において、民間企業の海外展開促進に対するFS調査等への
支援は、左記のとおり順調に進捗したものと考えている。
FS調査の実施から事業化までは一定の年数が必要であり、本事業を通じ
て廃棄物に関する政府間の関係を強化するなど、事業環境を整えていく
ことで、今後我が国循環産業の更なる海外展開が必要。

民間企業の海外展開促進に対するFS調査等への支援を行い、相手国で
適切な廃棄物処理システムを導入することで、有害化学物質並びに大
気、水質及び土壌の汚染に起因する死亡及び疾病の件数の減少に貢献
する。

6
安全な水とトイ
レを世界中に

○

民間企業の海外展開促進に対するFS調査等への支援を行い、相手国で
適切な廃棄物処理システムを導入することで、汚染に繋がる有害な化学
物質その他汚濁物質の放出の最小化につなげ、水質の改善に貢献す
る。

相手国において汚染に繋がる有害な化学物質その他汚濁物質の放出の
最小化につなげ、水質の改善に貢献することを目標の一つとして、海外展
開を計画している事業について、FS調査を6件、現地関係者とのセミナー・
ワークショップを18件行った。また、我が国の廃棄物・リサイクル等に関す
る知識や経験の普及・浸透を図る研修を96名に対して実施した。

令和2年度において、民間企業の海外展開促進に対するFS調査等への
支援は、左記のとおり順調に進捗したものと考えている。
FS調査の実施から事業化までは一定の年数が必要であり、本事業を通じ
て廃棄物に関する政府間の関係を強化するなど、事業環境を整えていく
ことで、今後我が国循環産業の更なる海外展開が必要。

民間企業の海外展開促進に対するFS調査等への支援を行い、相手国で
適切な廃棄物処理システムを導入することで、汚染に繋がる有害な化学
物質その他汚濁物質の放出の最小化につなげ、水質の改善に貢献す
る。

7
エネルギーをみ
んなにそしてク
リーンに

○
相手国で廃棄物発電事業を行うことで、再生可能エネルギーの割合を増
加させ、エネルギーアクセスの確保に貢献する。

海外の廃棄物処理に関する情報の収集・提供、我が国循環産業・技術の
海外への情報発信を行った。収集、発信した情報には、廃棄物発電事業
や再生可能エネルギーに係るものが含まれている。

令和2年度は、左記取組により、当初SDGｓ目標に一定の貢献をしたと考
えている。
海外における廃棄物の処理・管理の高度化（廃棄物発電事業を含む。）を
促進するためには、各国の政府・自治体等に対する適切な廃棄物処理の
必要性のインプットや、国内企業に対する関連情報の提供が引き続き必
要。

相手国で廃棄物発電事業を行うことで、再生可能エネルギーの割合を増
加させ、エネルギーアクセスの確保に貢献する。

8
働きがいも経済
成長も

○
相手国で資源循環を加速することで、資源効率を向上させ、経済成長と環
境悪化の分断に貢献する。

海外の廃棄物処理に関する情報の収集・提供、我が国循環産業・技術の
海外への情報発信を行った。収集、発信した情報には、廃棄物管理・リサ
イクルの法制度など、相手国での資源循環の取組に資するものが含まれ
ている。

令和2年度は、左記取組により、当初SDGｓ目標に一定の貢献をしたと考
えている。
海外における廃棄物の処理・管理の高度化を促進するためには、各国の
政府・自治体等に対する適切な廃棄物処理の必要性のインプットや、国
内企業に対する関連情報の提供が引き続き必要。

相手国で資源循環を加速することで、資源効率を向上させ、経済成長と環
境悪化の分断に貢献する。

9
産業と技術革
新の基盤をつく
ろう

○
相手国で資源循環を加速することで、資源利用効率の向上、インフラ改良
につなげ、持続可能性の向上に貢献する。

海外の廃棄物処理に関する情報の収集・提供、我が国循環産業・技術の
海外への情報発信を行った。収集、発信した情報には、廃棄物管理・リサ
イクルの法制度など、相手国での資源循環の取組に資するものが含まれ
ている。

令和2年度は、左記取組により、当初SDGｓ目標に一定の貢献をしたと考
えている。
海外における廃棄物の処理・管理の高度化を促進するためには、各国の
政府・自治体等に対する適切な廃棄物処理の必要性のインプットや、国
内企業に対する関連情報の提供が引き続き必要。

相手国で資源循環を加速することで、資源利用効率の向上、インフラ改良
につなげ、持続可能性の向上に貢献する。

11
住み続けられる
まちづくりを

○
民間企業の海外展開促進に対するFS調査等への支援を行い、相手国で
適切な廃棄物処理システムを導入することで、都市における環境上の悪
影響を軽減することに貢献する。

相手国において都市における環境上の悪影響を軽減することに貢献する
ことを目標の一つとして、海外展開を計画している事業について、FS調査
を6件、現地関係者とのセミナー・ワークショップを18件行った。また、我が
国の廃棄物・リサイクル等に関する知識や経験の普及・浸透を図る研修を
96名に対して実施した。

令和2年度において、民間企業の海外展開促進に対するFS調査等への
支援は、左記のとおり順調に進捗したものと考えている。
FS調査の実施から事業化までは一定の年数が必要であり、本事業を通じ
て廃棄物に関する政府間の関係を強化するなど、事業環境を整えていく
ことで、今後我が国循環産業の更なる海外展開が必要。

民間企業の海外展開促進に対するFS調査等への支援を行い、相手国で
適切な廃棄物処理システムを導入することで、都市における環境上の悪
影響を軽減することに貢献する。

12
つくる責任　つ
かう責任

○

民間企業の海外展開促進に対するFS調査等への支援を行い、相手国で
適切な廃棄物処理システムを導入することで、天然資源の効率的な利
用、廃棄物の環境中への放出の大幅削減、廃棄物の再生利用等につな
げ、持続可能な生産消費形態の確保に貢献する。

相手国において天然資源の効率的な利用、廃棄物の環境中への放出の
大幅削減、廃棄物の再生利用等につなげ、持続可能な生産消費形態の
確保に貢献することを目標の一つとして、海外展開を計画している事業に
ついて、FS調査を6件、現地関係者とのセミナー・ワークショップを18件
行った。また、我が国の廃棄物・リサイクル等に関する知識や経験の普
及・浸透を図る研修を96名に対して実施した。

令和2年度において、民間企業の海外展開促進に対するFS調査等への
支援は、左記のとおり順調に進捗したものと考えている。
FS調査の実施から事業化までは一定の年数が必要であり、本事業を通じ
て廃棄物に関する政府間の関係を強化するなど、事業環境を整えていく
ことで、今後我が国循環産業の更なる海外展開が必要。

民間企業の海外展開促進に対するFS調査等への支援を行い、相手国で
適切な廃棄物処理システムを導入することで、天然資源の効率的な利
用、廃棄物の環境中への放出の大幅削減、廃棄物の再生利用等につな
げ、持続可能な生産消費形態の確保に貢献する。

13
気候変動に具
体的な対策を

◎
資源循環の加速化、廃棄物発電の導入を通じた気候変動対策を目的とし
た事業

海外の廃棄物処理に関する情報の収集・提供、我が国循環産業・技術の
海外への情報発信を行った。収集、発信した情報には、リサイクルや廃棄
物発電の導入状況など、資源循環の加速化や廃棄物発電の導入を通じ
た気候変動対策への貢献に関するものが含まれている。

令和2年度は、左記取組により、目標に一定の貢献をしたと考えている。
海外における廃棄物の処理・管理の高度化を促進するためには、各国の
政府・自治体等に対する適切な廃棄物処理の必要性のインプットや、国
内企業に対する関連情報の提供が引き続き必要。

資源循環の加速化、廃棄物発電の導入を通じた気候変動対策の推進に
貢献する。

14
海の豊かさを守
ろう

○
民間企業の海外展開促進に対するFS調査等への支援を行い、相手国で
適切な廃棄物処理システムを導入することで、適切な廃棄物管理を促進
し、海洋汚染の防止・大幅削減に貢献する。

相手国において適切な廃棄物管理を促進し、海洋汚染の防止・大幅削減
に貢献することを目標の一つとして、海外展開を計画している事業につい
て、FS調査を6件、現地関係者とのセミナー・ワークショップを18件行った。
また、我が国の廃棄物・リサイクル等に関する知識や経験の普及・浸透を
図る研修を96名に対して実施した。

令和2年度において、民間企業の海外展開促進に対するFS調査等への
支援は、左記のとおり順調に進捗したものと考えている。
FS調査の実施から事業化までは一定の年数が必要であり、本事業を通じ
て廃棄物に関する政府間の関係を強化するなど、事業環境を整えていく
ことで、今後我が国循環産業の更なる海外展開が必要。

民間企業の海外展開促進に対するFS調査等への支援を行い、相手国で
適切な廃棄物処理システムを導入することで、適切な廃棄物管理を促進
し、海洋汚染の防止・大幅削減に貢献する。

我が国循環産業の戦略的国際展開による海外でのCO2削減支援事業

１．我が国循環産業の海外展開に向けた民間事業者への実現可能性調査等への補助
２．廃棄物処理施設導入のノウハウ等を有する支援機関の現地派遣を通じた循環産業
の国際展開モデルの水平展開支援

SDGs
該当
の有
無

令和2年度



事業名

業務
概要

令和３年度

事前のSDGs目標設定（Plan) 事業実施(Do) 事後の自己点検結果（Check) 事前のSDGs目標設定（Action/Plan)

・(i)事業の主目的と重なるSDGs目標（◎）及び(ii)事業の副次的な
効果として達成されるSDGs目標（○）をそれぞれ選定し、可能な限
り具体的な目標を設定
・前年度事業の実績を踏まえて目標を再設定

・事業実施後、SDGs目標の実績や事業実施で工夫した点を記載し
てください。

・SDGsの実現にさらに貢献するための方向性等について記載

・(i)事業の主目的と重なるSDGs目標（◎）及び(ii)事業の副次的な
効果として達成されるSDGs目標（○）をそれぞれ選定し、可能な限
り具体的な目標を設定
・前年度事業の実績を踏まえて目標を再設定

2 飢餓をゼロに ○
フードドライブの活動推進を通して、間接的な生活困窮者の支援を
図る。

4
質の高い教育
をみんなに

○
学校給食における３R促進モデル事業を通じ、学校給食における食
品ロス削減等に係る普及啓発を行い、食品ロス削減のために何ら
かの行動をしている国民の割合を増やす。

これまでに実施してきた学校給食における３Ｒ促進モデル事業の
成果(累計:11事例)について、他地域の学校で食品ロス削減等に取
り組む際の参考になるよう、環境省ＨＰ掲載により周知した。

令和2年度は、左記の取組により、本SDGs目標の実現に一定の貢
献をしたと考えられる。今年度も引き続き、環境省ＨＰや地方公共
団体の担当者説明会など様々な機会を活用し、成果を周知してい
くとともに、食育・環境教育活動の中で、さらに食品ロス削減取組を
推進していく。

学校給食から排出される食品廃棄物の３R推進及び当該３Ｒの取
組を題材にした食育・環境教育活動を通じて、食品ロス削減の普
及啓発を行うとともに、食品ロス削減の取組を推進するための施策
を検討する。さらに、これらの成果を公表すること等により、他地域
への横展開を図る。

8
働きがいも経
済成長も

○

食品リサイクルマッチングセミナー等の実施等を通じて、食品循環
資源の循環（リサイクルループ）の形成を推進し、食品再生利用事
業の経営安定化を図る。また、リサイクルループにおいて生産され
た食品の高付加価値化を通じてさらなる経済成長を推進する。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、食品リサイクルマッチ
ングセミナーの実施を見送ったが、食品リサイクルループの形成促
進に向けて、有識者による省内検討会を開催した。

令和２年度は、感染症拡大防止を図る必要がある中で可能な範囲
で取組を実施し、また、省内検討会で指摘のあった内容や現行の
リサイクルループ制度のうち事業者から問題提起のあった課題が
抽出できたことで、本ＳＤＧｓ目標の実現に一定の貢献をしたと考え
られる。
令和3年度は、新しい生活様式に対応したセミナー開催を検討する
とともに、昨年度の取組を通じて得られた課題の検討を行い、リサ
イクルループが社会に浸透していくことを引き続き目指していく。

食品リサイクルマッチングセミナー等の実施等を通じて、食品循環
資源の循環（リサイクルループ）の形成を推進し、食品再生利用事
業の経営安定化を図る。また、リサイクルループにおいて生産され
た食品の高付加価値化を通じてさらなる経済成長を推進する。

9
産業と技術革
新の基盤をつ
くろう

○

食品リサイクル法に基づく食品関連事業者による食品循環資源の
再生利用等実施状況の定期報告（法に基づく報告）・情報開示によ
り企業の取組状況の見える化を図り、食品廃棄物等の発生抑制や
リサイクルにかかる更なる取組を促す。

・食品ロス削減等に先進的に取り組む市区町村を支援するモデル
事業では、企業による連携も行った。
・企業の取組状況の見える化のため、モデル事業実施後の成果を
環境省HPにて公表するよう準備を進めた。

令和2年度は、左記の取組により、本ＳＤＧｓ目標の実現に一定の
貢献をしたと考えられる。令和３年度も、地方公共団体及び事業者
等による食品ロス削減・食品リサイクル推進モデル事業を推進して
いく。

地方公共団体及び事業者等による食品ロス削減・食品リサイクル
推進モデル事業等の成果や企業の取組状況の見える化を図り、食
品廃棄物等の発生抑制やリサイクルにかかる更なる取組を促す。

12
つくる責任　つ
かう責任

◎

食品ロス削減マニュアルの作成、食品ロスポータルによる普及啓
発等を通じて、食品ロス削減に関わる様々な関係者が連携した
フードチェーン全体での食品ロス削減国民運動の展開を促し、家庭
系を含む食品ロス削減を推進する。

・食品ロス削減マニュアルの改訂を行った。
・Newドギーバッグアイデアコンテストを開催した。コンテストへのア
イデアづくりに役立つワークショップ開催で応募数増の工夫をした
結果、ドギーバッグのネーミングの部で2,340点、パッケージデザイ
ンの部で383点、合計2,723点の応募があった。
・Newドギーバッグのネーミングとして、mottECOを採用した。
mottECOのロゴマークや普及啓発資材を作成し、飲食店などが広
く活用できるようにデータをＨＰで公開している。
・食品ロス削減マニュアルやコンテスト結果を食品ロスポータルで
公開しており、飲食店での食べ残しの持ち帰りについて改めて認
知、理解していただき、身近な行動によって食品ロス削減に取り組
める事を消費者・事業者・自治体に広くアピールしている。

令和2年度は、左記の取組により、本ＳＤＧｓ目標の実現に一定の
貢献をしたと考えられる。外食時における食べきれなかった場合の
持ち帰り運動への関心は高まりつつあるが、実際に行動に移して
もらう必要があるため、令和3年度は、いかに持ち帰りに取り組ん
でもらうかといった点に特に注目し、施策の検討を行っていく。

食品ロス削減マニュアルの改訂を行うとともに、食品ロスポータル
やmottECO推進モデル事業による普及啓発等により、食品ロス削
減に関わる様々な関係者が連携したフードチェーン全体での食品
ロス削減の国民運動の展開を促し、家庭系を含む食品ロス削減を
推進する。

13
気候変動に具
体的な対策を

○

事業を通じた食品ロスの削減により、一般廃棄物の量を減らすこと
で、運搬・焼却に必要な化石燃料由来の二酸化炭素の削減を図
る。
また、食品リサイクルマッチングセミナーの開催によるリサイクル
ループの形成支援、再生利用事業者の少ないエリアでの地方公共
団体と連携したFS事業の実施等により、食品廃棄物等のリサイク
ル等を推進し、食品廃棄物処理によるCO2排出量の削減を推進す
る。

・事業を通じた食品ロスの削減の中で、地方公共団体が実施する
取組に着目し、食品ロス削減等に先進的に取り組む市区町村を支
援するモデル事業を行った。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため食品リサイクルマッチ
ングセミナーが実施できなかった。
・ＦＳ事業について実施検討を行った。

令和2年度は、左記の取組により、本ＳＤＧｓ目標の実現に一定の
貢献をしたと考えられる。令和３年度は、引き続き、食品ロス削減
の取組の推進や食品リサイクルの推進により、循環経済・脱炭素
社会への移行を推進する。

食品ロス削減の取組の推進や食品廃棄物のリサイクルの推進に
より、循環経済・脱炭素社会への移行を推進する。

17
パートナーシッ
プで目標を達
成しよう

○

フードチェーン全体での食品ロス削減国民運動の展開により、食品
ロス削減に関わる様々な関係者の協力体制の構築を図るととも
に、自治体に対する食品リサイクル法に基づく食品ロス推進計画
策定の支援により、自治体と関係するステークホルダーとのパート
ナーシップ形成を推進する。

・外食における食品ロス削減対策のひとつである食べ残しの持ち
帰りを促進するために、mottECOのロゴ等を作成し、事業者等に利
用してもらえるようデータを環境省ＨＰに公開した。
・食品ロス削減等に先進的に取り組む市区町村を支援するモデル
事業の実施では、市区町村と関係するステークホルダーとして企
業の連携も行った。その成果を参考にして他の自治体が取り組め
るように、モデル事業実施後の成果を環境省HPにて公表するよう
準備を進めた。
・自治体に対し、食品ロス削減推進法に基づく食品ロス推進計画策
定の支援を行った。

令和2年度は、左記の取組により、本ＳＤＧｓ目標の実現に一定の
貢献をしたと考えられる。令和3年度も、こうした取組が新しい生活
様式として定着していくように、様々な関係者の協力体制を図りな
がら、引き続きパートナーシップ形成を推進していく。

フードチェーン全体での食品ロス削減の国民運動の展開により、食
品ロス削減に関わる様々な関係者の協力体制の構築を図るととも
に、自治体に対する食品ロス削減推進法に基づく食品ロス推進計
画策定の支援により、自治体と関係するステークホルダーとのパー
トナーシップ形成を推進する。

食品ロス削減及び食品廃棄物等の3R推進事業費

食品廃棄物の排出事業者と再生利用事業者のマッチングにより、再生利用等
を促進するとともに、食品ロスに関する普及啓発及び教育の推進を図ることで、
食品ロスの削減を図る。あわせて、平成28年1月に発覚した食品廃棄物の不正
転売事案を受けて、食品廃棄物の適正処理の徹底を図るため、再生利用事業
者の評価制度の運用を行う。

SDGs
該当
の有
無

令和2年度



事業名

業務
概要

令和３年度

事前のSDGs目標設定（Plan) 事業実施(Do) 事後の自己点検結果（Check) 事前のSDGs目標設定（Action/Plan)

・(i)事業の主目的と重なるSDGs目標（◎）及び(ii)事業の副次的な
効果として達成されるSDGs目標（○）をそれぞれ選定し、可能な
限り具体的な目標を設定
・前年度事業の実績を踏まえて目標を再設定

・事業実施後、SDGs目標の実績や事業実施で工夫した点を記載
してください。 ・SDGsの実現にさらに貢献するための方向性等について記載

・(i)事業の主目的と重なるSDGs目標（◎）及び(ii)事業の副次的な
効果として達成されるSDGs目標（○）をそれぞれ選定し、可能な
限り具体的な目標を設定
・前年度事業の実績を踏まえて目標を再設定

1 貧困をなくそう ○
事業を通じ、高齢者等の熱中症に対して脆弱な人々の命と健康
を守ることに貢献する。

令和３年３月25日に環境大臣を議長として関係府省庁の局長級
が参加した会議として「熱中症対策推進会議」を開催し、「熱中症
対策行動計画」を策定した。同計画において、「高齢者等の屋内
における熱中症対策の強化」が重点対象分野となった。

令和2年度は、左記取組を通じ、当初ＳＤＧｓ目標の達成に一定の貢献を
したと考えている。
令和3年度以降も、関係府省庁が持つ熱中症対策に関する知見を、高
齢者等の視点に立って伝わりやすいように包括的に取りまとめ、地方公
共団体や民間企業等の協力も得ながら、各府省庁と連携して様々な
ルートを通じてワンボイスで伝え、熱中症に関する一層の周知を図り、適
切な予防行動を促す。

「熱中症対策推進会議」の関係府省庁と連携して、高齢者等への
熱中症普及啓発資料を作成し、高齢者等への熱中症対策を推進
する。

3
すべての人に
健康と福祉を

◎
事業を通じて自治体を含む日本全体において熱中症対策を推進
し、熱中症の発生をできるだけ減らすことに貢献することを目指
す。

令和元年度～令和２年度にかけて、熱中症予防ガイダンス策定
に係る実証事業を実施し、熱中症対策の優良事例として16の実
証事業の取組を支援した。

令和2年度は、左記取組を通じ、当初ＳＤＧｓ目標の達成に一定の貢献を
したと考えている。
令和３年度は、16の実証事業の取組をまとめた事例集である「熱中症予
防ガイダンス」を作成し、地方公共団体等が熱中症対策についての施策
を作成することを支援する。

「令和３年度地方公共団体における効果的な熱中症予防対策の
推進に係るモデル事業」において、先進的な熱中症対策に取り組
む８つの地方公共団体を公募採択し、支援することで、自治体を
含む日本全体における熱中症対策の推進に貢献する。

4
質の高い教育
をみんなに

○
熱中症に関する普及啓発活動を通じて、熱中症に関する正しい
知識を習得する機会を広く提供することを目指す。

令和３年１月～２月にかけて、「令和２年度自治体向け『熱中症警
戒アラート』に関する説明及び熱中症対策に係る意見交換会」を
WEB会議にて開催した。

令和2年度は、「令和２年度自治体向け『熱中症警戒アラート』に関する
説明及び熱中症対策に係る意見交換会」にて、令和３年度より全国展開
となる熱中症警戒アラートや熱中症予防対策ガイダンス事業の取組を地
方公共団体に効果的に情報発信できた。
令和3年度は、令和2年度に実施できなかった熱中症対策シンポジウム
を開催するとともに、引き続き、地方自治体との意見交換会を開催する。

熱中症対策シンポジウムや地方自治体との意見交換会を開催す
ることで、熱中症に関する正しい知識を習得する機会を広く提供
することを目指す。

11
住み続けられ
るまちづくりを

○
災害時における被災者や復旧作業従事者等における熱中症予
防対策について、本事業を通じて検討し普及啓発を行い、安全な
都市・地域づくりに貢献する。

令和３年３月に環境省、内閣府、消防庁、厚生労働省の４省連名
で「災害時の熱中症予防～避難生活・片付け作業時の注意点
～」というリーフレットを作成し、災害時の熱中症対策の留意点の
普及啓発を行った。

令和2年度は、左記取組により、当初ＳＤＧｓ目標に一定の貢献をしたと
考えている。
令和３年度は、「熱中症対策における新たな課題への対応の検討等に
係るWG」を開催し、災害時の熱中症対策についての知見を収集・評価
し、熱中症環境保健マニュアルへ反映する。

マニュアルやリーフレットといった普及啓発資料を用いて、関係府
省庁と連携して災害時の熱中症対策の普及活動を行う。

13
気候変動に具
体的な対策を

○
熱中症対策を通じて、気候変動への適応の推進に貢献すること
を目指す。

気候変動の影響により、年平均気温が我が国において上昇傾向
である。平成30年以降、熱中症による死亡者数が1，000人を超え
ており、熱中症による救急搬送人員も直近３年間が最も多い。令
和３年３月に策定した「熱中症対策行動計画」では、熱中症対策
は政府が重点的に取り組んでいる気候変動対策の適応策の中
でも、国民の命や健康に直結する重要な課題であるとされてい
る。

令和2年度は、左記取組により、当初ＳＤＧｓ目標に一定の貢献をしたと
考えている。
「熱中症対策行動計画」において、令和３年度の目標として、「熱中症警
戒アラート」などに基づき、国民、事業所、関係団体などによる適切な熱
中症予防行動の定着を目指し、また、中期的な目標として、熱中症によ
る死亡者数ゼロに向けて、できる限り早期に死亡者数年1,000人以下を
目指すこととなった。

「熱中症対策行動計画」での令和３年度の目標、中期的な目標を
達成することを目指し、関係府省庁で連携して熱中症対策を行う
ことで、気候変動への適応の推進に貢献する。

17
パートナーシッ
プで目標を達
成しよう

○

熱中症対策を進めるには、個人の取り組みだけではなく、特に熱
中症弱者と言われる高齢者、障害者、子供たちへの周囲の人か
らの見守りなどの声かけや助け合いが不可欠であり、パートナー
シップを推進する。

令和３年３月に策定した「熱中症対策行動計画」において、熱中
症対策についての地域における連携強化の具体的施策として、
地域での「熱中症警戒アラート」等を活用した対策の推進を行うこ
ととした。

令和2年度は、左記取組により、当初ＳＤＧｓ目標に一定の貢献をしたと
考えている。
令和３年度に「熱中症警戒アラート」の全国での運用が開始されるため、
アラート発表時に「熱中症のリスクが高い方に声かけをする」等の熱中
症予防行動を実施するように周知し、特に熱中症弱者と言われる高齢
者、障害者、子供たちへの周囲の人からの見守りなどの声かけや助け
合いといったパートナーシップを推進する。

令和３年度に「熱中症警戒アラート」の運用が全国で開始される
中で、高齢者等の熱中症弱者への情報発信のあり方について、
地方自治体等へのアンケート、ヒアリングを行い、取りまとめた検
証結果を地方における高齢者等の熱中症弱者への見守りや声
かけといった熱中症対策の施策立案に活用いただくことで、パー
トナーシップを推進する。

熱中症対策推進事業

気候変動適応対策の中でも重要な位置を占めるもの。熱中症は死に至る可能
性のある非常に重篤な病態であるが、適切な予防・対処を行うことで発症や死
亡を減らすことができることから、暑さ指数（WBGT）や予防・対処等の熱中症に
関する情報を、マニュアルやイベント、ホームページ等を通じて普及させ、行動
に結びつけることを目指す。
１．熱中症に関する啓発資料作成事業
２．熱中症対策に係る指導者養成事業
３．熱中症予防強化月間における熱中症予防事業
４．東京オリンピック・パラリンピックに向けた熱中症に関する普及啓発事業
５．熱中症予防対策ガイダンス策定事業

SDGs
該当
の有
無

令和2年度



事業名

業務
概要

令和３年度

事前のSDGs目標設定（Plan) 事業実施(Do) 事後の自己点検結果（Check) 事前のSDGs目標設定（Action/Plan)

・(i)事業の主目的と重なるSDGs目標（◎）及び(ii)事業の副次的な効果として
達成されるSDGs目標（○）をそれぞれ選定し、可能な限り具体的な目標を設
定
・前年度事業の実績を踏まえて目標を再設定

・事業実施後、SDGs目標の実績や事業実施で工夫した点を記載してくださ
い。 ・SDGsの実現にさらに貢献するための方向性等について記載

・(i)事業の主目的と重なるSDGs目標（◎）及び(ii)事業の副次的な効果として
達成されるSDGs目標（○）をそれぞれ選定し、可能な限り具体的な目標を設
定
・前年度事業の実績を踏まえて目標を再設定

4
質の高い教育
をみんなに

○
４．水俣のリソースを活用した水俣条約への貢献に係る調査・推進業務
若い世代、及び海外に対して水俣の経験と関連技術についての学習機会を
提供する

水俣市内の高校生が水俣条約事務局や水銀廃棄物管理を行う企業へのヒ
アリング等を通じた水銀に関する研究を行った。研究成果は、日尼環境
ウィークで高校生自身が両大臣の前で発表した。

令和２年度は、本事業を通じ、当初目標通り、本ＳＤＧｓ目標の実現に一定
の貢献をしたと考えられる。令和３年度は、感染症拡大の影響も考慮しなが
ら、よりよい学習機会の提供及び水俣条約COP4での成果発表等、効果的
に学習が進むように貢献する。

４．水俣のリソースを活用した水俣条約への貢献に係る調査・推進業務
若い世代及び海外に対して水俣の経験と関連技術についての学習機会を
提供する

9
産業と技術革
新の基盤をつ
くろう

○
３．我が国の水銀対策手法の国際展開に係る調査等業務
日本の優れた水銀対策技術とノウハウの国際展開により途上国の水銀対
策を強化する

過年度に引き続き5か国程度を対象としたパイロット調査や水銀対策技術に
関するオンラインワークショップの開催を行った。特にインドネシアにおいて
は、環境省の水銀廃棄物に関する調査結果も踏まえつつ、水銀廃棄物管理
に関するJICAプロジェクトが採択された。

令和２年度は、本事業を通じ、当初目標通り、本ＳＤＧｓ目標の実現に一定
の貢献をしたと考えられる。令和３年度は、感染症拡大の影響も考慮しなが
ら、さらなる水銀対策に関する案件形成を目指すほか、形成された案件につ
いてもフォローアップを行う。

３．我が国の水銀対策手法の国際展開に係る調査等業務
日本の優れた水銀対策技術とノウハウの国際展開により途上国の水銀対
策を強化する

◎
水銀に関する水俣条約実施推進事業
地球レベルでの適切な水銀対策に貢献することで、水銀による環境へのリ
スク及び人体へのリスクの低減を図る。

ライフサイクル全体を通じて地球規模で水銀を規制する「水銀に関する水俣
条約」を適切に履行するため、国内外において活動を行った（他指標参照）。
また、条約有効性評価や水銀の放出など、国際的な議論が続いている分野
においては、日本からも積極的に貢献をした。

令和２年度は、本事業を通じ、当初目標通り、本ＳＤＧｓ目標の実現に一定
の貢献をしたと考えられる。令和３年度は、引き続き日本からも国際的な議
論に積極的に参加し、地球レベルでの水銀対策にさらに貢献する。

水銀に関する水俣条約実施推進事業
地球レベルでの適切な水銀対策に貢献することで、水銀による環境へのリ
スク及び人体へのリスクの低減を図る。

○
５．国内における水銀使用製品に関する流通実態調査等業務
　水銀使用製品が法に基づき製造等の規則が遵守されているか調査し、環
境上適切な水銀の管理に貢献する。

水銀汚染防止法の順守状況の確認を行うため、水銀使用製品を対象とした
試買調査を行った。令和2年度は電池75種類、ランプ20種類、化粧品20種類
の調査を行い、製品中の水銀含有量や表示状況について確認した。

令和２年度は、本事業を通じ、当初目標通り、本ＳＤＧｓ目標の実現に一定
の貢献をしたと考えられる。令和３年度は、平成30年度～令和2年度に実施
した調査の取りまとめを行い、必要に応じて、さらなる調査を行う。

５．国内における水銀使用製品に関する流通実態調査等業務
　水銀使用製品が法に基づき製造等の規則が遵守されているか調査し、環
境上適切な水銀の管理に貢献する。

○
６．水銀関連周知業務
資料作成やマスメディアを通した広報活動によって、市民に対して水銀関係
の取り組みや技術について周知活動を行う。

2020年末から開始された水銀使用製品の規制に関する周知をマスメディア
等を通じて行った。2020年12月1日～14日にかけラジオ広告を実施した。ま
た、Youtubeを通じた広告も実施し、動画表示回数は898,030回、動画視聴回
数は485,396回（視聴率54.05パーセント）であった。

令和２年度は、本事業を通じ、当初目標通り、本ＳＤＧｓ目標の実現に一定
の貢献をしたと考えられる。令和３年度は、映像資料の公開や資料の英語
化を進め、さらに大きな貢献をすることを目指す。

６．水銀関連周知業務
パンフレットや映像を利用した広報活動によって国内外に対して水銀関係の
取り組みや技術について周知活動を行う。

１．水俣条約に資する水銀等モニタリングとモニタリング能力向上支援業務
　途上国に対して水銀モニタリングの支援を行い、海洋の水銀汚染防止に
貢献する。

過年度より、大気から海洋への水銀沈着量の把握にも資する大気中水銀濃
度測定のためのツールキットの供与を行っているところ。令和2年度は試料
採取を行った5か国を対象として水銀測定のフォローアップを行った。

令和２年度は、当初SDGｓ目標に記載した内容のうち、フォローアップのため
の測定支援は行ったものの、感染症拡大の影響から、現地ラボ視察や研究
者を集めた対面での実習を行うことができなかった。令和３年度は、オンライ
ン機材を活用した実習について検討し、本ＳＤＧｓ目標の実現に適切に貢献
していくことを目指す。

１．水俣条約に資する水銀等モニタリングとモニタリング能力向上支援業務
　途上国に対して水銀モニタリングの支援を行い、海洋の水銀汚染防止に
貢献する。

２．水銀等の管理に関する内外の動向及び国内対応策の検討に係る調査
業務
適切な水銀管理を促すこと、また水銀のマテリアルフローを把握することに
よって、海洋の水銀汚染防止に貢献する。

国内においては、事業者は法に基づき水銀等の貯蔵及び水銀含有再生資
源の管理に関する報告をすることとなっており、水銀等及び水銀含有再生資
源が適切に管理されていることを確認している（報告事業所数：79件（水銀
等の貯蔵）、240件（水銀含有再生資源の管理））。また令和2年度はマテリア
ルフローの精緻化のため、事業者ヒアリングや検討会を開催した。

令和２年度は、本事業を通じ、当初目標通り、本ＳＤＧｓ目標の実現に一定
の貢献をしたと考えられる。令和３年度は、公共用水域への水銀放出量の
把握に資する2019年度版マテリアルフロー案を作成する。

２．水銀等の管理に関する内外の動向及び国内対応策の検討に係る調査
業務
適切な水銀管理を促すこと、また水銀のマテリアルフローを把握することに
よって、海洋の水銀汚染防止に貢献する。

１．水俣条約に資する水銀等モニタリングとモニタリング能力向上支援業務
　途上国に対して水銀モニタリングの支援を行い、陸の水銀汚染防止に貢
献する。

過年度より、大気中水銀濃度測定のためのツールキットの供与を行ってい
るところ。令和2年度は試料採取を行った5か国を対象として水銀測定のフォ
ローアップを行った。

令和２年度は、当初SDGｓ目標に記載した内容のうち、フォローアップのため
の測定支援は行ったものの、感染症拡大の影響から、現地ラボ視察や研究
者を集めた対面での実習を行うことができなかった。令和３年度は、オンライ
ン機材を活用した実習について検討し、本ＳＤＧｓ目標の実現に適切に貢献
していくことを目指す。

１．水俣条約に資する水銀等モニタリングとモニタリング能力向上支援業務
　途上国に対して水銀モニタリングの支援を行い、陸の水銀汚染防止に貢
献する。

２．水銀等の管理に関する内外の動向及び国内対応策の検討に係る調査
業務
適切な水銀管理を促すこと、また水銀のマテリアルフローを把握することに
よって、陸の水銀汚染防止に貢献する。

国内においては、事業者は法に基づき水銀等の貯蔵及び水銀含有再生資
源の管理に関する報告をすることとなっており、水銀等及び水銀含有再生資
源が適切に管理されていることを確認している（報告事業所数：79件（水銀
等の貯蔵）、240件（水銀含有再生資源の管理））。また令和2年度はマテリア
ルフローの精緻化のため、事業者ヒアリングや検討会を開催した。

令和２年度は、本事業を通じ、当初目標通り、本ＳＤＧｓ目標の実現に一定
の貢献をしたと考えられる。令和３年度は、環境中への水銀排出・放出量の
把握に資する2019年度版マテリアルフロー案を作成する。

２．水銀等の管理に関する内外の動向及び国内対応策の検討に係る調査
業務
適切な水銀管理を促すこと、また水銀のマテリアルフローを把握することに
よって、陸の水銀汚染防止に貢献する。

１．水俣条約に資する水銀等モニタリングとモニタリング能力向上支援業務
　途上国に対して水銀モニタリングの支援を行い、途上国のモニタリング能
力向上に貢献する。

令和2年度は水銀モニタリングの結果活用に関するオンラインワークショップ
を開催した。本ワークショップには13か国（アメリカを含む）からの参加があっ
た。

令和２年度は、本事業を通じ、当初目標通り、本ＳＤＧｓ目標の実現に一定
の貢献をしたと考えられる。令和３年度は、昨年度のワークショップをフォ
ローアップしつつ、継続的にワークショップを実施することにより、さらなる貢
献を目指す。

１．水俣条約に資する水銀等モニタリングとモニタリング能力向上支援業務
　途上国に対して水銀モニタリングの支援を行い、途上国のモニタリング能
力向上に貢献する。

３．我が国の水銀対策手法の国際展開に係る調査等業務
　水銀マテリアルフローの作成支援を行い、水俣条約実施の推進に貢献す
る。

2021年3月にUNEP-ROAPと共同でアジア太平洋地域の途上国を対象とした
マテリアルフロー作成の研修を行った。研修には9か国から80名以上の参加
があった。

令和２年度は、本事業を通じ、当初目標通り、本ＳＤＧｓ目標の実現に一定
の貢献をしたと考えられる。令和３年度は、マテリアルフロー作成の研修の
フォローアップを行うほか、二国間・多国間協力によって各国の水銀対策を
支援することにより、さらなる貢献を目指す。

３．我が国の水銀対策手法の国際展開に係る調査等業務
　水銀マテリアルフローの作成支援を行うとともに、日本の優れた水銀対策
技術とノウハウを国際展開することにより、水俣条約実施の推進に貢献す
る。

４．水俣のリソースを活用した水俣条約への貢献に係る調査・推進業務
　水俣環境アカデミアを中心として水俣市が持つリソースを活用して途上国
へ情報提供を行い、水俣条約実施の推進に貢献する。

本来実施予定だった途上国の行政官等による水俣市視察プログラムが感
染症拡大の影響により実施できなかったため、令和3年度以降のプログラム
への招へいを目的としたビデオ作成を行った。

令和２年度は、当初SDGｓ目標に記載した内容のうち、途上国への情報提供
については感染症拡大の影響から、日本への招へいが実現できなかった。
令和３年度においては、オンラインでの実施についても検討し、実現性・効果
の観点から実施方法について判断する。

４．水俣のリソースを活用した水俣条約への貢献に係る調査・推進業務
　水俣環境アカデミアを中心として水俣市が持つリソースを活用して途上国
へ情報提供を行い、水俣条約実施の推進に貢献する。

○

○

○

水銀に関する水俣条約実施推進事業

１．水俣条約に資する水銀等モニタリングとモニタリング能力向上支援業務
２．水銀等の管理に関する内外の動向及び国内対応策の検討に係る調査業務
３．我が国の水銀対策手法の国際展開に係る調査等業務
４．水俣のリソースを活用した水俣条約への貢献に係る調査・推進業務
５．国内における水銀使用製品に関する流通実態調査等業務
６．水銀関連周知業務

SDGs
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の有
無

令和2年度
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12
つくる責任　つ
かう責任

14
海の豊かさを
守ろう

15
陸の豊かさを
守ろう
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成しよう


